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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景・趣旨 

わが国の自殺者数は，平成 10 年（1998 年）以降，３万人を超える水準が続いてい

ました。こうした中，平成 18 年（2006 年）10 月に「自殺対策基本法」が施行され

たことにより，自殺対策は「社会の問題」として広く認識されるようになり，自殺対

策の総合的な推進もあり，自殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど，着実に

成果が上がってきています。 

しかしながら，自殺者数は依然として毎年２万人を超える水準で推移しており，令

和２年（2020 年）には新型コロナウイルス感染症の影響を受け増加に転じ，特に女

性や小中高生の自殺者が増えています。本市においても令和２年（2020 年）に増加

に転じ，同じような傾向がみられます。 

「自殺対策基本法」では，「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指

して，すべての都道府県，市区町村が地域自殺対策計画を策定することとなっていま

す。「自殺対策基本法」に基づく自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」は，平成

19 年（2007 年）に策定され，その後，令和４年（2022 年）10 月に見直されていま

す。この見直しでは，「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」，「女性に対する

支援の強化」，「地域自殺対策の取組強化」などが新たに追加されています。 

本市では，平成 31 年（2019 年）３月に「柏市自殺対策計画」を策定し，『誰も自

殺に追い込まれることのない柏市を目指して』を基本理念とし，自殺対策の総合的な

推進を図ってきました。 

このたび，計画期間が満了したことを受け，新たな（第４次）自殺総合対策大綱を

踏まえつつ，これまで以上の取り組みを推進するため「柏市自殺対策計画（第２次）」

を策定いたしました。 

全国の自殺者数の推移 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は，平成 28 年に改正された「自殺対策基本法」に基づき，国の定める「自殺

総合対策大綱」等の趣旨を踏まえて，同法第 13 条第２項に定める「市町村自殺対策計

画」として策定するものです。 

また，「第２次千葉県自殺対策推進計画」や本市の上位計画である「柏市総合計画」，

関係する他の計画である「柏市地域健康福祉計画」「柏市健康増進計画」「柏市子ども・

子育て支援事業計画」等との整合性・連携を図りながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は，令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）ま

での５年間とします。 

 令和 

元年

度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年

度 

（2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度） （2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） 

国  
 

        

千葉県           

柏市           

 

  

自殺対策基本法 

（平成 28年改正） 

自殺総合対策大綱 

国 

・柏市地域健康福祉計画 

・柏市高齢者いきいきプラン 21 

・ノーマライゼーションかしわプラン 

・柏市健康増進計画 

・柏市子ども・子育て支援事業計画 

・柏市母子保健計画 

等 

第２次千葉県 

自殺対策推進計画 

（平成 30年度～ 

令和９年度） 

千葉県 

柏市総合計画 

柏
市
自
殺
対
策
計
画 

整合 

連携 

第２次千葉県自殺対策推進計画 

自殺総合対策大綱（第４次）（約５年） 

柏市自殺対策計画 柏市自殺対策計画（第２次） 

自殺総合対策大綱(第３次)Ｈ２９～約５年 



3 

４ 計画の数値目標 

国の自殺総合対策大綱（第３次）の数値目標では，令和８年（2026 年）の自殺死

亡率を平成 27 年（2015 年）の自殺死亡率（※１）18.5 を 30％以上減少させること

を目標として定め，13.0 以下にすることとしています。 

その目標は，令和３年１０月に閣議決定された新たな大綱（第４次）においても，

引き続きの目標として定めています。 

 

本計画では，国の方針を踏まえつつ，本市の目標値の考え方（基準値より 20％減）

を継続します。 

本計画の数値目標 

 
平成２７年（201５年） 

基準値 

令和３年（2021年）～ 

令和４年（2022年）平均 

実績値 

令和8年(２０２６年)～ 

令和10年（2028年）平均 

目標値 

自殺死亡率の減少 

（人口 10万人当たり） 
16.４ 13.7 1１．４ 

 

柏市の前計画では，旧大綱（第３次）を踏まえ，柏市の自殺死亡率を平成 29 年（2017

年）の 16.0 を基準値とし，令和４年（2022 年）までに 12.8 以下（令和３年（2021

年）～令和４年（2022 年）平均）へ減少させることを目標としていましたが，実績

値は 13.7 となっています。 

前計画の数値目標と実績値 

 
平成29年（2017年） 

基準値 

令和３年（2021年）～ 

令和４年（2022年）平均 

目標値 

令和３年（2021年）～ 

令和４年（2022年）平均 

実績値 

自殺死亡率の減少 

（人口 10万人当たり） 
16.0 

12.8以下 

（基準値から 20％減） 
13.7 

 
 

※１ 自殺死亡率…人口１０万人当たりの自殺者数（自殺者数÷人口×１０万人） 
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５ SDGs（持続可能な開発目標）への対応 

SDGs（Sustainable Development Goals，持続可能な開発目標）は，平成 27

年（2015 年）に国連サミットで採択された持続可能な開発目標であり，「誰一人取り

残さない」社会の実現を目指し，経済や社会，環境などの広範な課題に対して，全て

の国々の取り組み目標を定めたものです。 

国の自殺総合対策大綱において，「自殺対策は，SDGsの達成に向けた政策としての

理念も持ち合わせるものである」とされていることを受けて，本計画においても，

SDGsのゴールとの関連を意識し，本計画の推進がSDGsにおけるゴールの達成に資

するものとして位置づけます。 

本計画に関連するSDGsのゴールは以下のとおりです。 
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６ 現行計画の総括 

評価指標(23 項目)のうち，約半数の 11 事業が達成，12 事業が未達成となっていま

す。コロナ禍により，事業の中止または縮小が見られました。 

 

 事前予防 １．市民一人ひとりへの周知啓発と地域での見守り体制づくり 

（１）自殺予防の大切さの啓発と周知 

悩みを抱えた人が相談窓口を探しやすいよう，相談窓口のリーフレットや啓発カー

ドの配布，学校においてはスクールメールやSTOPit（現在「STANDBY]）を通じて

のメッセージの発信，SNSによる相談事業の周知などを図ってきました。 

また，若者の自殺予防対策をテーマに，市内の麗澤大学と「地域連携実習」による，

自殺予防の大切さを検討するきっかけづくりを行いました。 

「自殺予防週間」や「自殺対策強化月間」には，図書館と連携した自殺予防対策キ

ャンペーンを実施し，自殺予防への理解を深めてきました。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

冊子「あなたが困った時…相談窓口」の

配架場所数 
51ヶ所 70ヶ所 ８６ヶ所 達成 

発行部数増(令和３年 2,500 部→令和 4 年 3,500 部)。民生委員約 550 人やゲートキーパー研修

参加者約 350 人にも配架を行った。 

ツイッターの社会福祉課のアカウントか

ら自殺対策関連記事を発信した数 
8件 30件 ３１件 達成 

研修開催案内のほか，夏休み明け前後や自殺対策強化月間等の連日発信により，発信数増となった。 

 

（２）自殺を防ぐ地域力の向上 

地域で自殺を防ぐ仕組みづくりを推進するため，市民協働支援員・地域づくりコー

ディネーターを地域に配置し，地域の実情に合った活動に取り組んでいます。 

新型コロナウイルス感染予防対策から地域活動が一時止まっていましたが，徐々に

活動が再開され，地域の支えあい活動では，たすけあい活動団体や通いの場も日常の

活動に戻ってきています。 

また，乳幼児親子が交流できる場を地域に開設し，悩みを抱えた方へ出張窓口相談

を実施し，ニーズに対応してきました。 
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評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

たすけあい活動団体の数 51団体 90団体 69団体 未達成 

コロナ禍において，新規団体の設立には至らなかったが，各団体の活動は回復傾向となった。 

老人クラブの加入者数 5,803人 6,000人 3,990人 未達成 

高齢者のライフスタイルの多様化により，会員数は減少傾向にあるが，新型コロナウイルスが拍車

となり，益々減少している。 

はぐはぐひろばの利用者数 25,969人 50,000人 31,246人 未達成 

感染症対策による予約制・利用人数制限により，予約枠が埋まることも度々あったが，達成率は目

標値の６割程度にとどまった。 

 

（３）心の健康づくりの推進 

自殺の要因となり得るストレスを軽減できるよう，心の健康づくりに関する講座や

相談支援などを実施しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため，講座等の開

催の中止を余儀なくされましたが，活動を縮小したり開催方法を工夫するなどしなが

ら取り組みました。また，コロナ禍の自粛生活により，新たに家族関係が影響する相

談が増え，関係部著と連携し対応しました。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

精神保健福祉出前講座の参加者数 629人 800人 1,391人 達成 

令和４年度は大口の申込があったため増加した。また，受講ニーズの有無で件数は変動するため，

目標値の再考が必要と考える。 

心の悩み無料相談の利用者数 326人 400人 639人 達成 

従来より相談者数は増加傾向にあり，コロナ禍以降も増加している。 

精神保健福祉相談件数 10,035件 11,000件 9,146件 未達成 

コロナ禍においても相談事業は継続し，件数は毎年同等に推移している。 
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 危機対応 ２．適切な相談と支援につなげるネットワークの構築 

（１）地域における相談窓口とネットワークの強化 

市民，高齢者，障害者，子育て世代など，それぞれの年代や生活状況によって生じ

る様々な困りごとに応じて相談事業の充実を図るとともに，庁内各課，関係機関・関

係団体のネットワークづくりに取り組みました。 

コロナ禍において，各相談窓口の相談件数は減少傾向にあったものの，令和４年度

（２０２２年度）では回復・増加傾向にあります。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

高齢者の総合相談の件数 8,278件 10,500件 13,961件 達成 

コロナ禍で相談件数が減少したものの，回復し，目標値を上回る相談に対応している。 

子育て電話相談の件数 1,219件 1,340件 1,164件 未達成 

必要なケースは継続支援につなぎ，切れ目ない支援を実施できている。 

消費生活相談件数 3,304件 3,725件 3,781件 達成 

引き続き消費生活センターの周知と消費者トラブル未然防止のための啓発活動を進めていく。 

 

（２）自殺対策に係る人材の養成と資質の向上 

保健，医療，福祉，教育など様々な分野において，専門知識の習得を目指した研修

を実施するとともに，教職員や市民を対象にゲートキーパー研修を実施してきました。 

これまで一般市民のみを対象としていたゲートキーパー研修に加え，支援者向けな

ど，段階に合わせた効果的な研修を開催しました。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

自殺予防ゲートキーパー養成研修参加者

数 
88人 150人 217人 達成 

一般市民向け，支援者向けの講座を開催した。 

「ＬＧＢＴに係る児童生徒の理解のための

研修」の教職員受講率 
48％ 100％ 72％ 未達成 

教職員が性の多様性に対する理解を深められるよう，平成２９年度から３年間で市内全ての教職員

を対象に研修を実施した。その後，初任者や他市町村から異動してきた職員，免許更新の教職員を

中心に研修を実施した。 
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（３）適切な精神保健医療福祉サービスの提供 

精神科医師や精神保健福祉士等による精神保健福祉相談事業の自殺に関する相談に

ついては，リスクアセスメントシートを活用することにより，リスク評価を実施し，

関係機関と連携した支援を実施しました。 

障害者への虐待防止に向けては，精神保健福祉に関わる職員向けに研修会や勉強会

を実施し，障害理解の普及啓発に努めています。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

精神保健福祉相談件数 10,035件 11,000件 9,146件 未達成 

コロナ禍においても相談事業は継続し，件数は毎年同等に推移している。 

 

（４）自殺未遂者の再度の自殺企図防止 

自殺念慮や自殺未遂の相談に対し，精神科医師や精神保健福祉士による相談を実施

しました。また市内の二次救急医療機関との連携を図るため，救急課等の関係部著と

共に情報交換を行うなど未遂者が相談支援機関につながるような取り組みを行ってい

ます。また，事案が発生した際の救急活動に加え，警察や学校・保健所等の関係機関

との情報共有を図り連携に努めました。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

精神保健福祉相談件数 10,035件 11,000件 9,146件 未達成 

コロナ禍においても相談事業は継続し，件数は毎年同等に推移している。 

 

 事後対応 ３．自死遺族への支援 

（１）遺された人への支援の充実 

自死遺族の方が，同様の体験を持つ仲間と安心して語ることを通して心が癒やされ

る場の提供に，NPOとともに取り組んできました。 

コロナ禍では，講演会の定員を減らすなどの工夫をして事業を継続するなど，開催

の維持に努めました。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

自死遺族支援公開講演会の参加者数 50人 100人 46人 未達成 

感染症拡大予防のため，募集定員を減らし実施した。 
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 段階別支援 ４．ライフステージに応じた支援 

（１）学齢期への支援 

学校では，いのちの教育を推進する一方，自殺を予防する取り組みとして，自治体

として初めてSNS相談アプリ「STOPit」（現在「STANDBY]）を導入し，子どもた

ちのニーズに合わせた，いじめの報告・相談ツールを提供しました。SOSの出し方に

関する教育では，相談窓口を周知することにより，相談件数の増加につながっていま

す。 

不登校児童生徒への支援では，スクールソーシャルワーカーの配置により，安否確

認等の本人確認を行うとともに，必要な支援機関につなげられるよう連携体制を構築

を行っています。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

ＳＴＯＰｉｔアプリによる相談件数 133件 200件 391件 達成 

導入当初は主にいじめの報告，相談が中心であったが，周知が広がることにより多様な悩みに対応

する報告，相談プラットホームとなった。 

ＳＯＳの出し方に関する授業の実施学級

数 
96学級 96学級 103学級 達成 

平成２９年度から，いじめの早期発見と抑止力醸成のため，柏市が大学等と連携して開発した映像

教材である「脱いじめ傍観者教育」を活用した授業を市立中学校で実施してきた。また，いじめを

匿名で報告・相談できるアプリ「STANDBY（スタンドバイ）」では市立小学校６年生，中学生，高校

生に導入しており，子どもたちのニーズに合った相談業務を担ってきた。「ＳＯＳの出し方に関する

教育」を推進することにより，STANDBY が信頼できる相談窓口として児童生徒に浸透することで相

談件数の増加に繋がった。 

 

（２）成人期への支援 

子育て世代では，産後の支援者不足や育児不安等，各家庭が多様な問題を抱えてお

り，かつ問題が増加する傾向が見られることから，ニーズに応じたサービス種別の拡

充を行いました。また，子育て世代包括支援センターにおいて妊娠，出産，子育てに

関する相談や支援プラン作成等を実施し，妊娠期から子育て期にわたって総合的な支

援の提供に努めました。 

勤労問題の支援については，相談窓口の周知に努めています。総合労働相談コーナ

ーでは相談件数が増加傾向にあり，民事上の労働紛争の相談内訳では，「いじめ・嫌が

らせ（パワハラを含む）」が 3 分の１を占め，高水準で推移しています。 

生活困窮者については，相談支援事業を実施し，生活困窮者自立支援制度を活用し

た支援を行ってきました。就労支援相談員の人数を増加し，一人ひとりの特性にあっ

た支援を実施しています。 
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評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

妊娠届出時の保健師等による面談率 73％ 100％ 100％ 達成 

妊娠届出時の全数面接を実施し，早期支援につなげている。 

若年者就労支援事業において就職が決

定した人数 
81人 100人 65人 未達成 

就職希望者と就業先業種のミスマッチ等により，目標値には達しなかった。 

自立相談支援及び就労準備，家計相談

改善事業における初回プラン作成件数 
191人 230人 434人 達成 

目標値を大きく上回る結果となり，今後も引き続き生活困窮者等の自立の促進に向けた支援を実施

する。 

 

（３）高齢期への支援 

地域における身近な相談窓口である地域包括支援センターで相談を受け，健康・医

療・介護といった相談内容に応じて各分野の関係機関と連携した支援を行ってきまし

た。また，新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛の影響で高齢者の外出機会の

減少が懸念される中，孤立しがちな高齢者などを対象に電話声かけボランティアによ

る安否確認を継続して行ってきました。 

また，生涯現役促進協議会の取組では，情報発信や相談窓口の開設により就労や社

会参加につなげ，いつまでも生きがいを持って元気に活躍できるよう健康の維持・増

進を図っています。 

評価指標 

評価指標 

平成29年 

（2017年） 

基準値 

令和４年 

（2022年） 

目標値 

令和４年 

（2022年） 

実績値 
評価 

声かけ訪問により地域包括支援センタ

ーにつなげた件数 
148件 400件 384件 未達成 

令和 4 年度実績は目標値の 96％となった。 

シルバー人材センターにおける会員就業

率 
86.2％ 95％ 84.9％ 未達成 

コロナウイルス感染症の影響により，大幅な上昇は難しく目標値は未達となったが，就業率自体は

堅調を維持している。 
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第２章 柏市における自殺の現状・特徴と課題 

１ 柏市における自殺の現状 

（１）自殺者数と自殺死亡率の推移 

自殺者数のこの 10 年間の推移は，平成 28 年まで減少，平成 29 年には増加に転

じ，以降増減を繰り返し，令和２年からは減少傾向で推移しています。令和４年の自

殺者数は 55 人となっています。ちなみに，全国的に自殺者数の増加がみられた新型

コロナ感染拡大下の令和２年は 68 人となっています。 

男女別にみると，男性は令和２年以降 30 人台に減少していますが，女性は新型コ

ロナ感染拡大下の令和２年 31 人と，この 10 年間で最も多くなっています。 

人口 10 万人当たりの自殺者数である自殺死亡率の推移は自殺者数と同様の推移と

なっていますが，令和４年は 12.7 と国・県の水準を大きく下回っています。 

自殺者数と自殺死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自殺者の性別構成 

自殺者の性別をみると，男性 63.9％，女性 36.1％であり，女性は国・県の割合よ

り高くなっています。 

自殺者の性別構成（平成30年～令和４年） 
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（３）年代別自殺者数の状況 

①自殺者の年齢構成 

自殺者の年齢構成をみると，20 歳未満，20 歳代，40 歳代及び 50 歳代で国・県の

割合より高くなっています。20 歳未満では柏市は高校生・大学生が多くを占めていま

す。 

自殺者の年齢構成（平成30年～令和４年） 

 

 

 

 

 

 

 

②性別自殺者の年齢構成 

性別自殺者の年齢構成をみると，男性では 20 歳未満，20 歳代，40 歳代，50 歳代

で国・県の割合より高くなっています。女性では 20 歳代，30 歳代，40 歳代で国・

県の割合より高くなっています。 

性別自殺者の年齢構成（平成30年～令和４年） 
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③性別・年代別の自殺死亡率 

性別・年代別の自殺死亡率をみると，男性では 20 歳未満，20 歳代，40 歳代，50

歳代で国・県の割合より高いのに対し，60 歳代では 10 ポイント程度，国・県の割合

より低くなっています。 

女性では 20 歳代，30 歳代，40 歳代，50 歳代と若年世代から壮年世代までいずれ

も国・県の割合より高くなっています。 

性別・年代別自殺死亡率（平成30年～令和4年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④年代別死因死亡数 

年代別死因をみると，20 歳代，30 歳代の死因の１位は自殺であり，なかでも 20

歳代は６割を超えています。また，40 歳代についても２位となっています。若年世代

の死因として，自殺が顕著となっています。 

年代別死因の上位５位（平成29年～令和３年） 
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資料：地域における自殺の基礎資料、住民基本台帳（１月１日現在）

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

先天奇形，変
形及び染色体

異常

自殺 自殺 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物

25.0% 64.3% 33.3% 29.2% 41.7% 50.7% 42.6% 20.6%

不慮の事故 悪性新生物 悪性新生物 自殺
心疾患

（高血圧性を除く）

心疾患
（高血圧性を除く）

心疾患
（高血圧性を除く）

心疾患
（高血圧性を除く）

15.3% 10.0% 25.0% 19.3% 10.4% 10.5% 11.1% 14.8%

不慮の事故
心疾患

（高血圧性を除く）
脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 老衰

8.6% 9.0% 10.4% 8.9% 6.2% 7.3% 13.0%

不慮の事故
心疾患

（高血圧性を除く）
自殺 肺炎 肺炎 肺炎

12.5% 6.3% 9.3% 8.8% 2.9% 4.7% 10.0%

悪性新生物 脳血管疾患 不慮の事故 肝疾患
その他の呼吸
器系の疾患

その他の呼吸
器系の疾患

脳血管疾患

5.6% 1.4% 3.5% 3.3% 4.4% 2.9% 4.6% 7.7%

資料：千葉県衛生統計年報

１位

２位

３位

４位

５位

周産期に発生
した病態／

自殺

その他の新生

物／インフルエ
ンザ／肺炎／
肝疾患／他
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（４）コロナウイルス感染症拡大下における状況 

コロナ感染拡大下での令和２年以降令和４年までの平均割合と，コロナ感染拡大前

の平成 25 年から令和元年までの平均割合とを比較します。 

①年代別自殺者数の状況 

年代別では，コロナ感染拡大下の令和２年以降において，30 歳代，60 歳代の割合

が減り，40 歳代，70 歳代の割合が高くなっています。 

コロナ禍以前との以降の自殺者の年代別比率 
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20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

平成25年～

令和４年平均

コロナ禍前

（令和元年まで）

コロナ禍以降

（令和２年以降） 資料：地域における自殺の基礎資料

（％）

総数 単位：人

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 計

平成25年 3 8 19 13 8 11 6 2 70

平成26年 2 12 15 9 11 11 5 7 72

平成27年 1 11 5 17 13 4 6 4 61

平成28年 1 10 11 12 7 7 7 6 61

平成29年 1 8 14 14 11 7 9 5 69

平成30年 3 10 6 17 15 4 7 2 64

令和元年 5 7 6 14 14 6 7 5 64

令和２年 1 11 12 18 11 5 11 5 74

令和３年 3 6 8 12 12 7 11 5 64

令和４年 5 11 6 16 13 3 3 2 59

計 25 94 102 142 115 65 72 43 658

平成25年～
令和４年平均

3.8 14.3 15.5 21.6 17.5 9.9 10.9 6.5 100.0

コロナ禍前
（令和元年まで）

16 66 76 96 79 50 47 31 461

コロナ禍前
（令和元年まで）

3.5 14.3 16.5 20.8 17.1 10.8 10.2 6.7 100.0

コロナ禍以降
（令和２年以降）

9 28 26 46 36 15 25 12 197

コロナ禍以降
（令和２年以降）

4.6 14.2 13.2 23.4 18.3 7.6 12.7 6.1 100.0

資料：地域における自殺の基礎資料
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②性別自殺者の年齢構成 

性別自殺者の年齢構成をみると，コロナ感染拡大下の令和２年以降，男性は 40 歳

代の割合が高くなり，30 歳代，60 歳代の割合が減っています。女性は，70 歳代，

20 歳未満，50 歳代の割合が高くなり，30 歳代，60 歳代，80 歳以上の割合が減っ

ています。（次頁の表参照。2.0 ポイント以上） 

コロナ禍以前との以降の自殺者の年代別比率 
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資料：地域における自殺の基礎資料

（％） 〈女性〉
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男性 単位：人

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 計

平成25年 3 4 15 9 4 8 5 0 48

平成26年 2 8 7 6 9 6 4 2 44

平成27年 0 8 2 13 7 4 4 2 40

平成28年 1 8 9 7 6 5 3 4 43

平成29年 1 6 6 11 8 4 6 4 46

平成30年 3 7 3 10 13 2 5 1 44

令和元年 4 5 5 9 11 5 5 3 47

令和２年 1 5 9 10 6 3 4 4 42

令和３年 1 3 4 9 8 4 5 3 37

令和４年 3 8 2 11 9 3 2 0 38

計 19 62 62 95 81 44 43 23 429

平成25年～
令和４年平均

4.4 14.5 14.5 22.1 18.9 10.3 10.0 5.4 100.0

コロナ禍前
（令和元年まで）

14 46 47 65 58 34 32 16 312

コロナ禍前
（令和元年まで）

4.5 14.7 15.1 20.8 18.6 10.9 10.3 5.1 100.0

コロナ禍以降
（令和２年以降）

5 16 15 30 23 10 11 7 117

コロナ禍以降
（令和２年以降）

4.3 13.7 12.8 25.6 19.7 8.5 9.4 6.0 100.0

資料：地域における自殺の基礎資料

女性 単位：人

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 計

平成25年 0 4 4 4 4 3 1 2 22

平成26年 0 4 8 3 2 5 1 5 28

平成27年 1 3 3 4 6 0 2 2 21

平成28年 0 2 2 5 1 2 4 2 18

平成29年 0 2 8 3 3 3 3 1 23

平成30年 0 3 3 7 2 2 2 1 20

令和元年 1 2 1 5 3 1 2 2 17

令和２年 0 6 3 8 5 2 7 1 32

令和３年 2 3 4 3 4 3 6 2 27

令和４年 2 3 4 5 4 0 1 2 21

計 6 32 40 47 34 21 29 20 229

平成25年～
令和４年平均

2.6 14.0 17.5 20.5 14.8 9.2 12.7 8.7 100.0

コロナ禍前
（令和元年まで）

2 20 29 31 21 16 15 15 149

コロナ禍前
（令和元年まで）

1.3 13.4 19.5 20.8 14.1 10.7 10.1 10.1 100.0

コロナ禍以降
（令和２年以降）

4 12 11 16 13 5 14 5 80

コロナ禍以降
（令和２年以降）

5.0 15.0 13.8 20.0 16.3 6.3 17.5 6.3 100.0

資料：地域における自殺の基礎資料
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（５）自殺未遂者の状況 

自殺者の自殺未遂の有無をみると，性別では男性の「あり」は 13.7％，女性の「あ

り」は 31.5％と，女性が男性の倍以上となっています。 

自損行為による搬送人員は増減を繰り返し，令和３年は 163 人と平成 30 年以降最

も多く搬送されています。男性に比べ，女性の自損行為が多くなっています。 

未遂歴の有無別構成比の比較（平成30年～令和４年） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

自損行為による搬送人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）職業別の状況 

自殺者の職業は，「有職者」39.4％，「年金・雇用保険等生活者」24.6％，「その他

の無職者」21.2％の順となっています。 

職業別構成比の比較（平成30年～令和４年） 

 

 

 

 

  

39.4 

36.8 

38.3 

7.4 

5.6 

4.6 

4.9 

5.4 

5.4 

2.2 

2.9 

3.6 

24.6 

29.0 

25.5 

21.2 

19.8 

20.9 

0.3 

0.5 

1.6 

0 20 40 60 80 100

柏市

千葉県

全国

有職者 学生・生徒 主婦 失業者 年金・雇用保険

等生活者

その他の

無職者

職業

不詳

資料：地域における自殺の基礎資料

（％）

無職者

36 44 42 50 47

78
91 84

113
85

114

135
126

163

132

0

50

100

150

200

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

女性

男性

資料：消防統計

（人）

20.6 13.7 
31.5 

79.4 86.3 
68.5 

0

20

40

60

80

100

柏市 総数 柏市 男性 柏市 女性

不詳

あり

資料：地域における自殺の基礎資料

（％）

※未遂歴不詳を除いて算出
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（７）自殺の原因・動機 

自殺の原因・動機は，「健康問題」が 54.8％，次いで「経済・生活問題」16.6％，

「家庭問題」15.1％の順となっています。 

「健康問題」は女性の 68.4％が男性 47.1％を 20 ポイント以上，「家庭問題」でも

女性 21.4％が男性 11.5％を約 10 ポイント上回ります。これに対し，「経済・生活問

題」や「勤務問題」は男性が女性を 10 ポイント以上上回ります。 

自殺の原因・動機の割合の比較（平成30年～令和４年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１）自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており，様々な要因が連鎖する中で起きている。 

注２）遺書等の生前の言動を裏付ける資料の他，家族等の証言から考えられる原因・動機も含め，自殺者一

人につき複数回答できることとしている 

 

 

 

 

  

15.1 

54.8 

16.6 

9.8 
4.0 4.3 4.9 

20.3 

11.5 

47.1 

21.2 

13.5 

3.8 2.4 
5.3 

22.1 21.4 

68.4 

8.5 
3.4 4.3 

7.7 
4.3 

17.1 

0

20

40

60

80

家庭問題 健康問題 経済・生活

問題

勤務問題 男女問題・

交際問題

学校問題 その他 不詳

総数 男性 女性 資料：地域における自殺の基礎資料

（％）



19 

（８）地域コミュニティの状況 

本市における人口 5,000 人あたりの自殺者数を居住地区ごとに比較すると，小圏域

（23 地区）では，平時（平成 29 年～令和元年）1.78 人〜5.86 人，コロナ禍（令和

２年～令和３年）0.00 人～3.81 人と幅広く分布しており，地区間の差が大きくなっ

ています。 

自殺率が最も高い 3 地区と，最も低い 3 地区の地域活動を比較すると，自殺率が高

い地区よりも低い地区のほうが，町会等サロンの数が多く，イベント・交流事業も概

ね活発である傾向がうかがわれます。また，コロナ禍においては，自殺率が高い地区

よりも低い地区のほうが，コロナ禍前と比較した場合のサロン活動回数の減少率が低

く抑えられています。 

居住地区ごとの自殺者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       町会等サロン数の推移               コロナ禍によるサロン活動回数の増減 

 

 

  

1.78 

2.64 

3.69 
3.40 3.48 

2.53 

3.77 
4.25 

2.10 

3.76 

2.62 

3.42 

2.26 2.12 

3.48 
2.94 

2.01 1.84 

2.58 

5.86 

2.06 
2.58 

0

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

平時（平成29年～令和元年）（人）

人口5,000人あたり自殺者数

3.58 

0.00 

2.97 
2.72 

2.96 

3.81 

2.99 

0.00 

2.77 2.70 
2.44 

3.36 
2.95 

1.25 

1.99 

1.15 

3.64 

2.98 
2.73 

1.30 

2.81 2.67 

0.00 
0

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

コロナ禍（令和２年～令和３年）

資料：柏市自殺対策調査研究事業（分析調査）報告書アルファベット表記は小圏域を表す

（人）

5.7 
7.0 7.3 

16.0 16.7 
17.7 

0

5

10

15

20

平成29年 平成30年 令和元年

自殺率が高い３地区 自殺率が低い３地区

サ
ロ
ン
数
の
平
均

資料：柏市自殺対策調査研究事業（分析調査）報告書

34.2

18.5

41.3

106.5

83.1 84.8

0

20

40

60

80

100

120

A地区 B地区 C地区 D地区 E地区 F地区

自殺率が高い３地区 自殺率が低い３地区

サ
ロ
ン
活
動
回
数
の
比
率

（％）

資料：柏市自殺対策調査研究事業（分析調査）報告書

平時（令和元年）の活動回数を100％とした場合のコロナ禍（令和３年）に

おける活動回数率
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（９）自殺者の配偶状況 

①配偶者の有無 

自殺者の配偶者の有無をみると，平時（平成 29 年～令和元年）においては「未婚」

の割合が最も高く，男性 47.9％，女性 39.3％となっています。男性が女性を上回り

ますが，「離別」「死別」「いる」については，いずれも女性が男性を上回ります。 

コロナ禍（令和２年～令和３年）においては，男性は平時と同じく「未婚」の割合

が 50.0％と最も高いのに対し，女性は「いる」の割合が 36.8％と「未婚」35.1％を

上回ります。「死別」の 15.8％は，平時の 4.9％を大きく上回り，女性と男性では違

った様相をみることができます。 

配偶者の有無別自殺者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②独身者割合の比較 

自殺者と一般市民の独身者割合を比較してみると，男性 20 歳代，女性 50 歳代を

除いたすべての世代で平時（平成29年～令和３年），コロナ禍（令和２年～令和３年），

いずれも自殺者が一般市民を上回ります。また，コロナ禍においては男性は 40 歳代，

60 歳代，女性 40 歳代，50 歳代でより顕著となっています。 

自殺者と一般市民の独身率 

 

 

 

 

 

  

47.9 

50.0 

14.3 

14.9 

2.9 

2.7 

35.0 

32.4 

0 20 40 60 80 100

平時

（平成29年～令和元年）

コロナ禍

（令和２年～令和３年）

（％）

男性

39.3 

35.1 

19.7 

12.3 

4.9 

15.8 

36.1 

36.8 

0 20 40 60 80 100

平時

（平成29年～令和元年）

コロナ禍

（令和２年～令和３年）

未婚 離別 死別 いる

資料：柏市自殺対策調査研究事業（分析調査）報告書

（％）

女性

95.5 

75.0 

62.1 61.8 

50.0 

40.0 

83.3 

69.2 

84.2 

61.5 

75.0 

50.0 

87.1 

44.6 

35.2 31.7 

22.2 
17.1 

0

20

40

60

80

100

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

男性

自殺者データ（平時：平成29年～令和元年）

自殺者データ（コロナ禍：令和２年～令和３年）

一般市民データ（2020年国勢調査、外国人を除く）

（％） 100.0 

83.3 

57.1 

25.0 

33.3 

57.1 

100.0 

85.7 

70.0 

44.4 
40.0 42.9 

80.4 

33.2 27.3 
26.5 

23.1 

34.7 

0

20

40

60

80

100

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

女性（％）

資料：柏市自殺対策調査研究事業（分析調査）報告書
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２ アンケート調査から見える現状と課題 

 本調査は，今後の自殺対策の方向性を定める際の基礎資料を得ることを目的として， 

ゲートキーパー研修の参加者に実施しました。 

①調査概要 

令和５年度４月から１１月までのゲートキーパー研修に参加した市民 158 人。 
 

②調査結果 

■ゲートキーパーについて 

○ゲートキーパーという言葉を「知っていた」64.6％，ゲートキーパーの役割を「知

っていた」65.7％となっており，いずれも６割を超えています。 

   研修参加前から「ゲートキーパー」という言葉を    ゲートキーパーの役割を知っていたか 

   知っていたか 

  

 

 

 

 

 

 

○関心をもったきっかけは，半数以上の方が「悩んでいる方を支えたいと思った」

としています。 

ゲートキーパーに関心をもったきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

■これまでの研修参加経験について 

○研修への参加は，６割を超える人が「今回がはじめて」としています。 

ゲートキーパー研修への参加回数 

 

 

 

 

 

はい

64.6%

いいえ

34.8%

無回答

0.6% （回答者数＝158人）

はい

65.7%

いいえ

24.5%

無回答

9.8% （回答者数＝102人）

今回がはじめて

63.9%
２回目

19.0%

３回目

8.9%

それ以上

8.2%

無回答

0.0% （回答者数＝158人）

57.6

19.6

17.1

8.9

20.9

3.2

0% 20% 40% 60% 80%

悩んでいる方を支えたいと思った

身近に自殺をした方がいた

知らない言葉だったので関心を持った

身近に自殺未遂をした方がいた

その他

無回答 （回答者数＝158人）

（ゲートキーパー研修出席者） 
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○身近な人が悩みを抱えていると感じたことが「ある」は 88.0％と大半の人が感じ

ていると答えています。また，身近な人が自殺の危機にあるのではと半数のかた

が感じています。 

  身近な人が悩みを抱えていると感じたこと     身近な方が自殺の危機にあるのではと感じたこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

○悩みがある人に声をかけたり寄り添うことが「できた」は 57.6％と６割近くなっ

ていますが，実際に相談窓口につなぐことが「できた」は 24.1％と４人に１人程

度となっています。 

悩みがある方に声をかけたり寄り添うことができたか   実際に相談窓口につなぐことができたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ゲートキーパー研修への参加が２回目以上の人に，研修で学んだことを実際に活

用できたか聞いたところ，56.1％が活用できていないと回答しています。 

ゲートキーパー研修で学んだことを実際に活用できたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

88.0%

いいえ

10.1%

無回答

1.9% （回答者数＝158人）

はい

48.1%

いいえ

50.0%

無回答

1.9% （回答者数＝158人）

はい

57.6%

いいえ

37.3%

無回答

5.1% （回答者数＝158人）

はい

24.1%

いいえ

65.8%

無回答

10.1%
（回答者数＝158人）

はい

35.1%
いいえ

56.1%

無回答

8.8% （回答者数＝57人）
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■「自殺予防対策に必要なこと」について（自由記述より抜粋） 

○ゲートキーパーを増やすためには，講習・研修を増やすこと，広報により情報発

信をしていくこと 

○つなぐ・連絡，相談，寄り添う・コミュニケーションをとること 

○市に期待する取り組みは，相談，普及啓発・情報提供，教育，支援，環境・場づく

り，孤立対策など 

 

③調査から見えた課題 

身近な人が悩みを抱えていると感じたことがあるかについて，９割近い人が感じた

ことがあるとしています。「身近な人」とは，２人に１人が家族以外のかたとしており，

家族以外にも耳を傾け「命の門番」としての役割を発揮していることがうかがえます。 

一方で，研修の参加者は，40～60 代の年齢層が多く，30 代以下の方が少ない状況

にあるため，学齢期の子を持つ保護者には研修の情報が届いていないことが推測され

ます。また，研修参加者の 6 割以上が「以前からゲートキーパーという言葉を知って

いた」と回答しており，関心を持っている方にはゲートキーパーの認知度が高いが，

対象が限定されている可能性があります。 

このようなことから，多くの方に環境づくりの大切さを伝えられるよう，幅広い層

へのゲートキーパー研修を普及啓発する必要があります。 

 

ゲートキーパー研修で学んだことを実際に活用できた方は３人に１人，悩みがある

方に声をかけたり寄り添ったりすることについては６割近い方ができたとしています。

また，４人に１人は相談窓口につなぐことができたとしています。つなぎ先は「公的

機関」が多くを占めており，適切な支援につなげることができていることをうかがう

ことができます。 

悩みを抱えた方に声を掛け寄り添うことから生じるストレスなどにもうまく対応で

きるよう，ゲートキーパー研修にセルフケア等のプログラムを組み入れるなど，新た

な視点での取り組みを推進する必要があります。また，研修後の学びを活用すること

や活躍の場を求める声もあることから，主体的に参画できる場づくりも求められてい

ます。 

 

自由意見においては「相談窓口のわかりやすさ」「相談しやすいLINE相談」「駅周辺

でのデジタルサイネージを活用した発信」が求められており，その他「子どもの頃か

らの教育」「学校と行政との連携」「学校の先生への教育」といった教育分野との連携

が必要な取り組みがあげられています。問題を抱えた時に適切な支援につなげられる

よう情報発信を工夫することや，学齢期からの早期教育により，早い段階で問題に対

処する方法を身に付けることができるよう取り組んでいくことが大切です。 
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３ 柏市における自殺の特徴と課題 

統計資料，柏市自殺対策調査研究事業，地域自殺実態プロファイル等で示される特

徴を踏まえた，柏市における自殺の特徴と課題は次のようにまとめられます。 

 

（１）統計資料からみた特徴と課題 

①男性の自殺 

自殺者の性別は，男性が 64.0％（５年間合計の割合）と，国・県の割合と同様に高

くなっています。 

男性の自殺者の年齢は，前計画策定時（平成 24 年～平成 28 年データ）では，30

歳代の男性自殺者が多い結果となっていましたが，その後は 40 歳代，50 歳代の割合

が増え，コロナウイルス感染拡大下では，特に 40 歳代の割合が増えています。 

男性の自殺者の多くは，独身者の割合が高いことが特徴です。特にコロナウイルス

感染拡大下では４０歳代，６０歳代において顕著となっています。 

自殺の原因として最も多いのは，男女とも「健康問題」ですが，「経済・生活問題」

や「勤務問題」は男性が女性を上回り，働き盛り世代の自殺者が多くなっています。 

その背景には，仕事の悩みや過労，職場の人間関係の悩み，などがあり，結果とし

てうつ状態になったことが推測されます。 

重点的に取り組む対象（事項） 

 

40～50歳代を中心とした働き盛り世代のメンタルヘルス対策など 

職域での自殺対策の推進が求められる 

 

②女性の自殺 

女性の自殺者は 31.0％（５年間合計の割合）ですが，国・県の割合よりやや高くな

っています。 

女性の自殺者の年齢は，30 歳代，40 歳代の割合が高い傾向にありましたが，コロ

ナウイルス感染拡大下では 70 歳代の割合が急増しました。 

自殺者の独身者の割合は，20 歳代，30 歳代では男性を上回っています。 

自殺の原因として最も多いのは，男性と同じく「健康問題」ですが，その割合は女

性が７割近くなっています。「家庭問題」や「学校問題」でも男性を上回るなど，子育

てに関連する課題が想定されます。また，女性の自殺者の特徴として自殺未遂歴「あ

り」の割合が高いことがあげられます。 

重点的に取り組む対象（事項） 

 

心身の健康づくりとともに，コロナ禍の中で自殺者数の増加がみられ， 

女性特有の問題に対応したきめ細かな支援が求められる 

  

⇒
 

⇒
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③若者の自殺 

新型コロナウイルス感染拡大により，全国的に女性，若者の自殺者数の増加がみら

れますが，柏市においても 20 歳未満や 20 歳代の女性の自殺がやや増えています。 

若年世代の死因の第１位は自殺であり，深刻な問題となっています。 

重点的に取り組む対象（事項） 

 

コロナ禍の中で自殺者数の増加がみられ， 

若者が自殺に追い込まれることがないよう，子ども政策の新たな推進による 

若者を含めた切れ目ない包括的な支援が求められる 

 

 

④高齢者の自殺 

自殺者数に占める 60 歳代以上の割合は 25.5％（５年間合計）で，国・県の割合よ

り低く，男女とも同様となっています。 

自殺死亡率では，60 歳代以上では 70 歳代の女性のみ国・県の割合より高く，新型

コロナウイルス感染拡大以降ではその割合が高まっています。 

重点的に取り組む対象（事項） 

 

コロナ禍の中で 70歳代の女性，80歳以上の男性の増加がみられ， 

外出や運動機会の喪失によるうつ状態が懸念されるため， 

高齢者の居場所づくりや地域コミュニティとの連携が求められる 

 

 

  

⇒
 

⇒
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(２) 柏市自殺対策調査研究事業からみた特徴と課題 

柏市における自殺者の実態と傾向を把握するために，過去５年間（平成 29 年～令

和３年）の自殺者の死亡届・死亡診断書のデータについての分析調査からは，以下の

特徴があげられています。 

 

①独身者に対する自殺防止の支援 

柏市の自殺者に占める独身者の割合は高く，男女を通して増加傾向にあり，コロナ

禍はその傾向に拍車をかけています。なかでも男性自殺者に占める独身者の割合は，

70 歳代を除くすべての世代で過半数を超えています。 

重点的に取り組む対象（事項） 

 

孤独・孤立を防ぐための交流の場づくりが求められる 

 

②医療や行政支援による自殺予防対策 

介護保険の認定，障害者手帳，自立支援医療といった医療・行政支援を受けていな

い自殺者が多く，各方面からの働きかけが必要となります。また，配偶者や家族と同

居していても医療や行政からの支援を受けないまま自殺に至るケースも多くなってい

ます。 

重点的に取り組む対象（事項） 

 

心の健康や人間関係等，分野を超えた包括的な支援の提供が求められる 

 

③コミュニティ活動の充実に向けた支援 

町会等のサロン数が多い地区ほど自殺率が低く，地域コミュニティが自殺抑止に寄

与している可能性が高いことが推察されます。 

重点的に取り組む対象（事項） 

 

高齢者が閉じこもりや孤立・孤独状態でリスクを抱えることがないよう 

社会参加の促進と地域共生社会の実現が求められる 

 

  

⇒
 

⇒
 

⇒
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（３）地域自殺実態プロファイルで示される柏市の特徴 

①主な自殺者の特徴 

自殺総合対策推進センターが作成した「地域自殺実態プロファイル（2022）」では，

性別・年代別・職業の有無別・同居人の有無別に区分して，主な自殺者の特徴をまと

めています。 

それによれば，自殺者の上位は男性 40～59 歳有職同居が最も多く，次いで男性 60

歳以上無職同居，女性 40～59 歳無職同居，男性 40～59 歳無職同居，女性 60 歳以

上無職同居となっています。40 歳代，50 歳代の自殺死亡率は男性，女性いずれも国・

県よりも高く，そのことが反映されています。 

地域の主な自殺者の特徴（平成 29年～令和３年合計） ＜特別集計（自殺日・住居地）＞ 

自殺者の特性上位５区分 
自殺者数 
(5 年計) 

割合 
自殺死亡率 
(10 万対) 

背景にある主な自殺の危機経路※ 

1位:男性40～59歳有職同居 33 9.9% 14.1 
配置転換→過労→職場の人間関係の
悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

2位:男性60歳以上無職同居 32 9.6% 21.9 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩
み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

3位:女性40～59歳無職同居 26 7.8% 19.0 
近隣関係の悩み＋家族間の不和→
うつ病→自殺 

4位:男性40～59歳無職同居 23 6.9% 138.4 
失業→生活苦→借金＋家族間の不
和→うつ状態→自殺 

5位:女性60歳以上無職同居 22 6.6% 
9.3 

身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

 
※「背景にある主な自殺の危機経路」は，ライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定したもの。自殺者の特性別に見

て代表的と考えられる経路の一例を示しており，記載の経路が唯一のものではないことに留意いただきたい。 

 

②主な自殺者の性別・年代別・職業別・同居人の有無 

自殺者の性別・年代別・職業別・同居人の有無の割合をみると，男性では 40～59

歳・有職・同居の 9.9％，60 歳以上・無職・同居の 9.6％，40～59 歳・無職・同居

の 6.9％，40～59 歳・有職・同居の 6.3％が上位にあげられます。女性では 40～59

歳無職・同居の 7.8％，60 歳以上・無職・同居の 6.6％，20～39 歳無職・同居の

4.8％が上位にあげられます。 

性別・年代別・職業別同居人の有無（平成29年～令和3年） 

 

 

 

 

  

資料：地域自殺実態プロファイル（2022） 

自殺者数 割合 自殺者数 割合

同居 18 5.4% 6 1.8% 

独居 13 3.9% 4 1.2% 

同居 14 4.2% 16 4.8% 

独居 7 2.1% 9 2.7% 

同居 33 9.9% 9 2.7% 

独居 21 6.3% 4 1.2% 

同居 23 6.9% 26 7.8% 

独居 18 5.4% 4 1.2% 

同居 5 1.5% 3 0.9% 

独居 8 2.4% 0 0.0% 

同居 32 9.6% 22 6.6% 

独居 12 3.6% 13 3.9% 

資料：地域自殺実態プロファイル（2022）

男性 女性

60歳以上

有職者

無職者

20～39歳

有職者

無職者

40～59歳

有職者

無職者

年齢階級 職業 同独居
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４ 重視する視点 

柏市における自殺の特徴と課題や新たな国の自殺総合対策大綱を踏まえ，第２次計

画では次の３つの視点を重視します。 

 

（１）「生きることの包括的な支援」を推進し，関係課関係機関との連携体制を強化 

自殺は，健康問題，経済・生活問題，人間関係の問題のほか，地域や職場など様々

な要因と個人や家族の状況などが複雑に関係しており，自殺に至る背景には，精神保

健的な視点だけでなく，過労・生活困窮・育児や介護疲れ・いじめや孤立などの様々

な社会的要因が考えられます。 

自殺は，その多くが追い込まれた末の死であり，防ぐことのできる社会的な問題で

あるとの基本認識のもと，保健・医療・福祉・教育・労働その他関連施策など生活に

関するあらゆる分野との有機的な連携を促し，引き続き包括的な取組を推進します。 

▶保健・医療・福祉・教育・労働その他関連施策など生活に関するあらゆる分野との

有機的な連携を促す 

▶孤独・孤立対策 

 

（２）近年の市の特徴や自殺者の実態を踏まえた対策の推進 

➊ 子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化 

▶子どもと保護者や大人への双方向からの支援により課題解決を促す 

 ・将来的，予防的な観点から対策を行う 

 ・ＳＯＳの出し方／受け方教育，ゲートキーパー研修 他 

 

➋ インターネット環境等を活用した自殺予防対策事業 

▶インターネットゲートキーパー事業，居場所づくり 他 

 

➌ 柏市死亡小票分析調査結果に基づく対策 

▶独身者の比率が高い(男女ともに増加傾向。男性はほぼ全年代で過半数) 

 ・孤独，孤立を防ぐための交流の場づくりが求められる 

▶医療や行政の支援を受けていない自殺者 

 ・介護認定，障害者手帳，自立支援医療等の支援を受けていない(配偶者や 

  家族と同居していてもつながっていないケースも) 

 ・分野を超えた包括的な支援の提供，働きかけが求められる 

▶高齢女性の自殺増(コロナ禍による地域活動の停止による可能性) 

 ・町会等のサロン数が多い地区ほど自殺率が低い傾向あり 

 ・地域コミュニティが自殺抑止に寄与している可能性が考えられる 
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（３）国の自殺総合対策大綱に基づく新たな重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本パッケージ 

Ⅲ－１ 地域におけるネットワークの強化 

Ⅲ－２ 自殺対策を支える人材の育成 

１）さまざまな職種を対象とする研修 

２）一般住民を対象とする研修 

３）学校教育・社会教育に関わる人への 

研修 

４）関係者間の連携調整を担う人材の育成 

５）寄り添いながら伴走型支援を担う人材

の育成 

Ⅲ―３ 住民への啓発と周知 

１）リーフレット・啓発グッズ等の作成と

活用 

２）市民向け講演会・イベント等の開催 

３）メディアを活用した啓発 

Ⅲ－４ 生きることの促進要因への支援 

１）居場所づくり活動 

２）自殺未遂者等への支援 

３）遺された人への支援 

Ⅲ－５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関す

る教育 

１）ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 

２）ＳＯＳの出し方に関する教育を推進 

するための連携の強化 

重点パッケージ 

Ⅳ－１ 子ども・若者 

１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

２）若者の抱えやすい課題に着目した学生・生徒等

への支援の充実 

３）経済的困難を抱える子ども等への支援の充実 

４）ＩＣＴを活用した若者へのアウトリーチの強化等 

５）若者自身が身近な相談者になるための取組 

６）社会全体で若者の自殺のリスクを低減させるた

めの取組 

Ⅳ－２ 勤務・経営 

１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

２）過労自殺を含む過労死等の防止について 

３）長時間労働の是正 

４）ハラスメント防止対策 

５）経営者に対する相談事業の実施等 

Ⅳ－３ 生活困窮者 

１）相談支援，人材育成の推進 

２）居場所づくりや生活支援の充実 

３）自殺対策と生活困窮者自立支援制度との連動 

Ⅳ－４ 無職者・失業者 

１）失業者等に対する相談窓口等の充実 

２）職業的自立へ向けた若者への支援の充実 

３）無職者・失業者の居場所づくり等の推進 

Ⅳ－５ 高齢者 

１）包括的な支援のための連携の推進 

２）地域における要介護者に対する支援 

３）高齢者の健康不安に対する支援 

４）社会参加の強化と孤独・孤立の予防 

柏市における自殺の特徴と課題 

第４次自殺総合対策大綱の重点施策 

①子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化 

・こども家庭庁（令和５年設立）と連携した自殺対策推進体制の整備 他 

②女性に対する支援の強化 

・妊産婦への支援 他 

③総合的な自殺対策の更なる推進・強化：コロナ禍の影響を踏まえた対策 

・居場所づくり   ・ゲートキーパーの普及    ・未遂者支援 

・孤独孤立対策や重層的支援体制整備事業等との連携  他 
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第３章 計画の基本的考え方 

１ 自殺に関する基本認識 

自殺対策基本法に基づき，政府が推進すべき自殺対策の指針として自殺総合対策大

綱が策定されています。自殺総合対策大綱は，社会情勢の変化や自殺の実態等を踏ま

え，概ね５年を目途に見直しを行うこととされており，令和４年 10 月には新たな第４

次大綱が策定されました。 

本市では，第４次大綱の基本認識を踏まえ，自殺対策を推進します。 

 

① 自殺は，その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は，人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけではなく，人が命を絶たざるを

得ない状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。自殺に至る心理は，

様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ，危機的な状態にまで追い込まれてしまう

過程と捉えることができます。自殺行動に至った人の直前の心の健康状態は，正常な

判断を行うことができない状態となっていることが明らかになっています。このこと

を社会全体で認識するよう改めて徹底していく必要があります。 

 

② 年間自殺者は減少傾向にあるが，非常事態はいまだ続いている 

基本法が成立した平成 18 年とコロナ禍以前の令和元年とで自殺者数を比較すると，

男性は 38％減，女性は 35％減となっています。しかし，令和２年には新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどに

より，特に女性や小中高生の自殺者数が増え，総数は 11 年ぶりに前年を上回っていま

す。 

我が国の人口 10 万人当たりの自殺による死亡率はＧ７諸国の中で最も高く，年間

自殺者数も依然として２万人を超えています。かけがえのない多くの命が日々，自殺

に追い込まれています。 

 

③ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 

新型コロナウイルス感染症の影響は現在も継続しており，その影響について確定的

なことはわかっておらず，引き続き自殺への影響について情報収集・分析を行う必要

があります。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では，特に，自殺者数の増加が続いている

女性を含め，無業者，非正規雇用労働者，ひとり親や，フリーランスなど雇用関係に

よらない働き方の者に大きな影響を与えていると考えられることや，不規則な学校生

活を強いられたり行事や部活動が中止や延期となったりすることなどによる児童生徒

たちへの影響も踏まえて対策を講じる必要があります。 
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④ 地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」

であり，基本法にも，その目的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき

る社会の実現に寄与すること」とうたわれています。つまり，自殺対策を社会づくり，

地域づくりとして推進することとされています。 

また，基本法では，市町村は，大綱，地域の実情等を勘案して，地域自殺対策計画

を策定するものとされています。自殺総合対策とは，国と地方公共団体等が協力しな

がら，全国的なＰＤＣＡサイクルを通じて，自殺対策を常に進化させながら推進して

いく取組です。 

 

背景にある主な自殺の危機経路傾向のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 

２ 基本理念，基本目標 

（１）基本理念 

本計画では，市民の誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し，み

んなで生きることを支えるための取り組みを包括的に推進していきます。 

市民一人ひとりが当事者として，自殺につながり得る地域や生活の課題についてと

もに考え支え合えるよう，必要なサービスや支援が行き届く体制づくりを進めます。 

 

基本理念 

誰も自殺に追い込まれることのない柏市を目指して 

 

 

 

（２）基本目標（基本理念実現のために） 

「誰も自殺に追い込まれることのない柏市」とは，赤ちゃんからお年寄りまで，全

ての市民が「かけがえのない個人」として尊重され，いかなる場合であっても「生き

る道」を選ぶことのできる柏市を指します。 

この基本理念を実現するため，下記の基本目標を定めます。 

 

○基本目標１（地域の姿） 

悩んだときに助けを求め，悩んでいる人に手を差し伸べることができる

地域づくり 

自殺に追い込まれてしまう可能性は誰にでもあると考えられます。市民の誰もが，

近くで悩んでいる人の存在に気づき，手を差し伸べて希望を与えられるような，思い

やりのある地域を目指します。 

○基本目標２（支援体制） 

悩んでいる人が適切な相談機関につながり，十分な支援を受けることが

できる体制の整備 

身近な人の支えで見えてきた希望を確かなものにし，これからも生きていく自信 

を充分に得られるよう，相談・支援を充実させていきます。 
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３ 対策の推進 

柏市ではこれまで，事前予防，危機対応，事後対応の３つの観点から，自殺者数を

減少させるための取り組みを展開してきました。本計画においてもこれまでの体系を

踏襲し，それぞれの時系列的な段階において効果的な対策を推進していきます。 

さらに，コロナ禍等により顕在化した新たな課題にも対応するため，前計画では「ラ

イフステージに応じた支援」として対応の段階内に位置付けていていた「学齢期・成

人期・高齢期」への支援について，体系図の見直しにより再構築を行い，引き続き取

り組んでいきます。 

 

 事前予防  市民一人ひとりへの周知啓発 

心身の健康の保持増進についての取り組み，自殺や精神疾患等についての正しい知

識の普及啓発等，自殺の危険性が低い段階での対応です。 

自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきという自殺対策の

趣旨について，市民の理解と関心を深めるとともに，自殺に追い込まれる危機は誰に

でも起こり得る危機であり，危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当で

あるという周知啓発を推進します。 

■これまでの取り組み 

 広報活動，SNS等での情報発信，ゲートキーパー養成研修，講演会等 

 

 危機対応  適切な相談と支援につなげるネットワークの構築 

現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し，自殺を発生させない対応です。 

様々な問題を抱え，自殺のリスクが高い人が包括的な支援を受けられるよう，相談

窓口の周知を図るとともに，必要に応じて専門家につなぐことができるよう，各関係

機関等の相互連携の強化を行い，悩みを抱えた人に対する支援を充実します。 

また，自殺未遂者は実際に自殺企図を行っているという点で最も自殺のリスクの高

い者と考える必要があり，十分なケアが必要です。自殺の更なる連鎖を防ぐため，自

殺未遂者のへ支援を推進します。 

■これまでの取り組み 

 個別事案の相談，重層的支援体制整備事業，医療従事者連携事業 

 

 事後対応  自死遺族への支援 

自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や職場の同僚等に与える影響を最小限とし，新

たな自殺を発生させない対応です。 

家族や恋人，親友など身近で大切な人を自死で亡くされた方は，その現実を受け止

めていく過程で極度の悲しみや苦しみに直面せざるをえず，極めて深刻な心理的影響

を受けるといわれています。身近で大切な人を自死で亡くされた方へのケアを行うと
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ともに，必要な情報提供を行うなど，支援を充実します。また，遺族等への支援を行

う民間団体の地域における活動を支援します。 

■これまでの取り組み 

 自死遺族支援わかちあいの会の開催 

 

強化すべき課題への対応 (第２次柏市自殺対策計画より新たに位置付け) 

コロナ禍という未曽有の事態により，自殺者に関する傾向には変化が見られました。

自殺者総数の増加(特に女性，若年層)，自殺者総数に占める女性の比率の増加などで，

この傾向は柏市のみならず全国的なものとなっています。 

このような社会情勢の変化等に対応するため，第２次柏市自殺対策計画より新たに

位置付けた対応の段階です。 

第４次自殺総合対策大綱に盛り込まれた「子ども・若者・女性」への自殺予防対策

及び支援の推進・強化や，コロナ禍の影響を踏まえた対策の推進・強化等について，

柏市でも重視して取り組んでまいります。 

また，柏市独自の取り組みとして，死亡小票等のデータを活用し，柏市の自殺に関

する現状の調査分析を行いました。この結果をもとに，柏市ならではの傾向を把握し，

必要な施策について実施します。 
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［ 事前予防 ］ 

・自殺予防対策フォーラムの開催 

・ＳＮＳ等による効果的な普及啓発 

・自殺予防対策キャンペーン 

・居場所づくり推進事業 

・生活困窮者自立支援事業 

・民生・児童委員の活動支援・研修事業 

・ゲートキーパーの養成 

・地域の支え合いの充実と体制整備 

・健康づくり普及啓発 

・ワーク・ライフ・バランス推進事業 

［ 危機対応 ］ 

［ 事後対応 ］ 

［強化すべき課題への対応］ 

 児童生徒を取り巻く      
環境の整備 

 

特別な事情を抱えた方
への支援 

 柏市ならではの課題への対応 

・自死遺族相談窓口 

・自死遺族支援わかちあいの会 

「ひだまり」 

・自死遺族支援公開講演会 

・地域づくり推進事業 
・総合相談支援事業 

・高齢者の総合相談事業 
・障害者相談支援事業 
・いのちの電話 

・高齢者声かけ訪問事業 
・精神保健福祉相談事業 
・ブラックバイト・ブラック企業対策 

・若年者就労支援事業 

・相談事業 
・子育て世代包括支援センター運営 

事業 
・子育て電話相談（にこにこダイヤ
ルかしわ） 

・産後ケア事業 
・生活困窮者自立支援事業 

・いのちの教育の推進 
・SOSの出し方に関する教育の推進 

・ＳＯＳの受け方に関する啓発 
・不登校児童生徒の支援事業 
・やまびこ電話柏事業 

・いじめｅメール相談 
・いじめ防止支援事業 
・母子・父子自立支援相談事業 

・いじめ相談 

・子育て相談 

・家庭相談 

・女性相談 

・労働相談 

・認知症相談 

・心の健康相談 

・消費生活相談 

・救急事業 

・自殺未遂者支援事業 

・精神保健福祉相談事業 

 

・ゲートキーパー 

・民生委員・児童委員 

・健康づくり推進員 

・認知行動療法サポーター 

・家族，友人，近所の人， 

教員，同僚など 

時系列段階に応じた自殺対策 

イラスト イラスト イラスト 
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４ 施策の体系 

 

 

  

 事前予防  

市民一人ひとりへ

の周知啓発 

強化すべき課題

への対応 

 危機対応  

適切な相談と支援

につなげるネット

ワークの構築 

 事後対応  

自死遺族への支援 

基
本
目
標
２ 

 

悩
ん
で
い
る
人
が
適
切
な
相
談
機
関
に
つ
な
が
り
，
充
分
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整
備 

基
本
目
標
１ 

 

悩
ん
だ
と
き
に
助
け
を
求
め
，
悩
ん
で
い
る
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く
り 

①自殺対策に関する情報提供の強化 

②自殺対策に関する理解の促進 

（１）予防の大切さの啓発

と周知 

［対応の段階］ ［基本施策］ ［取り組み］ ［基本目標］ 

［基本理念］ 

誰も自殺に追い込まれることのない柏市を目指して 

①健康づくりの啓発 

②健康を保つための相談等の支援 
（２）健康づくりの推進 

①自殺対策に係る人材の養成と資

質の向上 

（１）自殺対策に係る人材

の養成と資質の向上 

①自殺未遂者への精神的ケアの充

実 

(２)自殺未遂者の再度

の自殺企図防止 

①自死遺族への支援 
（１）遺された人への支援

の充実 

①子どもへの支援 

②保護者への支援 

③ＳＯＳの出し方・受け方教育の実施

（１）児童生徒を取り巻く

環境の整備 

①女性に関する課題への支援 

②妊産婦への支援 

③生活困窮者への支援 

（２）特別な事情を抱えた

かたへの支援 

①自殺を防ぐ地域力の向上 

②地域における相談窓口の強化 

③地域におけるネットワークの強化 

④医療や行政の支援(適切な保健医

療福祉サービス)につなげる動き 

⑤孤独・孤立を抱えるかたへの支援 

（３）柏市ならではの課

題への対応 
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第４章 柏市の自殺対策推進のための取り組み 

１ 市民一人ひとりへの周知啓発 

（１）予防の大切さの啓発と周知 

［ 現状と課題 ］ 

本市の自殺死亡率は全国より低いものの，毎年 70 人前後の尊い命が自殺により失

われています。 

本市ではこれまでに自殺対策フォーラムの開催やリーフレットの配布，出前講座・

市民講座等による啓発を継続的に実施してきました。 

今後，本市の自殺対策を更に推進していく上で，自殺や自殺関連事象に関する市民

の正しい知識の理解と関心を深めることは重要であり，自殺に追い込まれるという危

機は「誰にでも起こり得る危機」であって，その場合には誰かに援助を求めることが

適当であるという理解の促進や，自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し，自分の周

りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき，思いに寄り添い，話を聞

き，必要に応じて専門家につなぐという意識が共有されるよう，今後もより一層の普

及啓発を実施することが必要です。 
 

①自殺対策に関する情報提供の強化 

［ 取り組みの方向性 ］ 

自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識のもと，本人や身近な人が問題を抱

えた際に，適切な支援につなげるよう相談機関や窓口の情報を提供します。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

相談窓口リーフレッ

トの配布 

悩みを抱えた人が相談窓口を探しやすいよう，困

りごと別に相談先を案内する冊子「あなたが困っ

た時…相談窓口」を作成し関係機関へ配架します。 

福祉政策課 

児童・生徒に関する保

護者向け啓発物の発

行 

（新規） 

保護者が子どもの異変を感じた際の対応について

作成した，通称「カブ家族」のリーフレットについ

て，市内公立校の小学６年生（または中学１年生）

に配布を行い，あわせて，関連する動画の作成・配

信を実施します。 

福祉政策課 

相談窓口啓発カード

の配付 

相談窓口などが記載された啓発カードを作成し，

商業施設等に設置します。 
福祉政策課 

ＳＮＳによる保護者

向けの情報発信 

夏休みの終わりや２学期の始まりは，児童生徒の

自殺が増える傾向にあることから，保護者向けの

スクールメールにおいて注意喚起を行います。ま

たツイッター等においても情報を発信します。 

福祉政策課 

児童生徒課 

ＳＮＳによる相談窓

口の検討 

若者向けの相談窓口として，ＳＮＳ（ソーシャル・

ネットワーキング・サービス）を活用した相談事業

について検討します。 

福祉政策課 

自殺予防週間及び自

殺対策強化月間の活

動強化 

期間中に動画の配信や図書館と連携した展示企画

などを行い，自殺予防対策に関する普及啓発を行

う。 

福祉政策課 

関連する 

SDGs 
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事業名 内容 担当部署 

男女共同参画推進の

ための啓発事業の実

施 

男女共同参画センターにおいて，関心の持たれやす

いテーマを取り入れながら，講座の開催や情報発信

を行います。 

共生・交流推進セ

ンター 

広報かしわの発行 
広報かしわの発行と他メディアの活用・連携を行い

ます。 
広報広聴課 

ＳＮＳによる情報発

信 

エックス（旧 ツイッター），ライン等，利用者数が

多いＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）を活用し，柏市の魅力情報や市政情報等の発

信を行います。ツイッターについては，市のホーム

ページに掲載した情報等の拡散を行います。 

広報広聴課 

ホームページ管理・

運営 

ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）を活

用し，情報を必要としている人を対象に，分かりや

すいページを各課で作成し，迅速な情報提供を行い

ます。 

広報広聴課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

冊子「あなたが困った時…相談窓口」の配

架場所数 

８６ヶ所 １００ヶ所 

 

②自殺対策に関する理解の促進 

［ 取り組みの方向性 ］ 

だれもが自殺に追い込まれる危機にあることへの理解を深め，自身や身近な人の心

の不調に気づく役割等について関心が深まるよう啓発します。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

自殺予防ゲートキ

ーパー養成研修 

広く市民を対象に，悩んでいる人に気づき，声を掛

け，話を聞いて必要な支援につなげることのできる

ゲートキーパーを養成する研修を行います。 

福祉政策課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

ゲートキーパー養成研修の参加者数 ２１７人 ３００人 
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（２）健康づくりの推進 

［ 現状と課題 ］ 

本市の自殺者の自殺の原因・動機では，「健康問題」が最も多くなっています。自殺

を図った人の多くが，様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果，うつ状態にな

るケースであると推察されます。心と身体の健康を総合的に支援できる体制の整備，

取組を強化することが必要です。 

また，睡眠による休養を十分にとれていない市民が増えている傾向にあります。長

時間労働や失業，各種のハラスメント，孤独死，虐待，いじめなど自殺の原因となり

得る様々な心の負荷について，市民が過剰にストレスを溜め込まずに適切に対処でき

るよう，市民自身の心の不調やストレスへの気づきを促すとともに，職場，地域，学

校など健康相談を通じてストレスを軽減するための支援を強化することも必要です。 

 

①健康づくりの啓発 

［ 取り組みの方向性 ］ 

自殺の原因となり得る様々なストレスについて，未然に防げるよう検診等の受診や

相談等を通じて身体的疾患の早期発見・治療や，ストレス要因を軽減して適切に対応

できるよう，正しい知識習得を支援します。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

健康づくり普及啓発 
早期発見・早期治療につながるよう多様な機会を捉

えて，がんや生活習慣病の予防について，普及・啓発

を推進します。 

健康増進課 

柏市こころの健康市

民講座 

精神障害者に対する誤解や社会的偏見を是正し，関

心と理解を深められるよう，市民を対象とした講座

を開催し，精神障害の正しい知識の普及を図ります。 

保健予防課 

柏市精神保健福祉出

前講座 

市民や団体からの依頼を受けて出前講座を行い，こ

ころの健康についての正しい知識の普及啓発を行い

ます。 

保健予防課 

フレイル予防の推進 

フレイルチェックを通じて，気付きや意識変容を促

し，地域のサロン・居場所への誘い等，積極的な社会

参加を促進していきます。 

また，より早期からの「三位一体（栄養・運動・社会

参加）」への包括的アプローチにより，いつまでも健

康で充実した生活を営める健康長寿のまちへの取り

組みを進めていきます。 

健康政策課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

柏市精神保健福祉出前講座の依頼件数 (調整中) (調整中) 

「健康づくり普及啓発事業」関連指標 (調整中) (調整中) 

 

関連する 

SDGs 



40 

②健康を保つための相談等の支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

悩みを抱えた人が不安なく生活を送れるよう，心や身体の健康についての相談を充

実させ，うつ状態などの重症化を防ぐ取り組みを進めます。市民や関係団体からの依

頼を受けて出前講座を行い，心や身体の健康についての正しい知識の普及啓発を行い

ます。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

柏市民健康づくり

推進員活動 

地域ぐるみの健康づくり及び子育て支援を図るための

活動を実施します。 
地域保健課 

健康相談 

柏市健康診査と骨粗しょう症検査の受診者で，予防域の

方を主な対象とした健診の事後指導として，「へるすア

ップ相談」を実施します。 

電話相談を中心に，市民の健康に関する相談に対応しま

す。 

健康増進課 

心の悩み無料相談 
悩みを抱えた人が直接カウンセラーに相談することで，

解決の糸口を見つけ，前向きな心理状態に転化するきっ

かけづくりを行います。 

福祉政策課 

こころの健康相談 

心の健康やアルコール問題等に不安のあるかたやその

家族を対象に，精神科医師による相談や精神保健福祉士

等による精神保健福祉相談（電話，面談，訪問）を実施

します。 

保健予防課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

心の悩み無料相談の利用者数 ６３９件 ６００件 
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２ 適切な相談と支援につなげるネットワークの構築 

（１）自殺対策に係る人材の養成と資質の向上 

［ 現状と課題 ］ 

自殺対策において，さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気

づき」が重要であり，そのための人材育成の方策を充実させることは，対策を推進す

る上での基礎となる取り組みです。 

自殺は様々な要因が複雑に関係するため，地域における幅広い分野，窓口等で，普

段から自殺予防の視点を持ち，自殺の危機を示すサインに気づき，適切な支援につな

げることが大切です。また，地域に暮らす一人ひとりが，身近な周りの人の異変に気

づき適切な行動がとれるよう，基礎的な認識の普及を図っていく必要があります。自

殺対策に係る人材の養成にあたっては，こころに問題を抱えた人への偏見を解消する

ことも重要です。 

 

①自殺対策に係る人材の養成と資質の向上 

［ 取り組みの方向性 ］ 

自殺の危険性が高い人の早期発見，早期対応を図るため，自殺の危険を示すサイン

に気づき，声をかけ，話を聞き，必要に応じて専門家につなぎ，見守る「ゲートキー

パー」などの役割を担う人材を育成するほか，市職員や市内小中学校の教職員などの

行政職員や支援機関の従事者を対象とした研修を充実させるなど，自殺対策に係る人

材の確保，養成，資質の向上に努めます。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

自殺予防ゲートキ

ーパー養成研修 

（再掲） 

広く市民を対象に，悩んでいる人に気づき，声をか

け，話を聞いて必要な支援につなげることのできる

ゲートキーパーを養成するための研修を行います。 

福祉政策課 

自殺予防ゲートキ

ーパー普及啓発サ

ポーター（新規） 

所定のゲートキーパー研修を受講し希望する方を

「ゲートキーパー普及啓発サポーター」とし，市民へ

のゲートキーパー普及等に関する活動を行います。 

福祉政策課 

地域保健の推進に

関する人材育成 

日常業務における指導を行います。 

課内研修会復命研修・事例検討会・業務研究の実施・

外部研修・自主研修の情報提供を行います。 

地域保健課 

思春期保健事業 

学校や各機関と連携した，発達段階に応じた思春期

保健健康教育研修会などを通した関係者のスキルア

ップを行います。 

お互いの役割の共通認識，地域の人材や資源の効果的

活用を目指したネットワーク作り講座や，様々な機会

を活かした保護者・地域住民に対する情報提供を行い

ます。 

地域保健課 

 

 

関連する 

SDGs 
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事業名 内容 担当部署 

教職員研修 

柏市教職員人材育成指針及び指標に基づき柏市独自

の研修体系を構築するとともに，人材育成体制を充

実させます。「Off JT（校外研修）」「OJT（校内研修）」

「SD（自己研鑽）」の関連を図りつつ，人材育成を効

果的・計画的に推進します。 

具体的には，平成２５年度から３年間で市内全教職

員が「ゲートキーパーの役割」の研修を受講し，平成

28 年度から初任者と異動教職員を対象に実施して

います。また，平成 29 年度から３年間で市内全教職

員に「性同一性障害や性的指向・性自認（LGBT）に

係る児童生徒の理解のための研修」を義務付け，令和

２年度からは初任者と他市からの異動教職員を対象

に実施しています。 

教育研究所 

保健福祉部門人材

育成 

柏市の保健福祉部職員に求められる職員像を達成す

るため，新規採用職員や異動職員向けに業務や保健

福祉部門の全体像を理解する研修に加え，専門職向

けの研修等を実施します。 

福祉政策課 

健康政策課 

精神保健福祉支援

者研修会 

関係機関の実務担当者の資質の向上とネットワーク

形成を目的に研修会を実施します。 
保健予防課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

自殺予防ゲートキーパー普及啓発サポー

ターの数 

(令和６年度から実施) ４０人 

(１０人／年) 

「ＬＧＢＴに係る児童生徒の理解のため

の研修」の教職員受講率（教育研究所） 

72％ 80％ 
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（２）自殺未遂者の再度の自殺企図防止 

［ 現状と課題 ］ 

本市の自殺者における自殺未遂歴の有無をみると，「あり」の割合が 20.6％（平成

30 年～令和４年）と，千葉県・全国と比べ低くなっていますが，女性の割合は男性の

倍以上となっています。 

自殺未遂者は再度の自殺企図を行う可能性が高いことから，救急医療機関に搬送さ

れた自殺未遂者に精神科への受診勧奨や次の支援機関への紹介を行い，必要な医療的

ケアや相談支援が受けられる体制を整備することが重要です。 

 

①自殺未遂者への精神的ケアの充実 

［ 取り組みの方向性 ］ 

自殺念慮や自殺未遂の相談に対し，医療機関や消防，警察などと連携し，精神科医

師や精神保健福祉士による相談を実施していきます。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

救急事業 

市民等からの救急要請に対して，必要な救急処置を

行うとともに，適切に病院への救急搬送を行います。

自損行為に関する救急があった際，関係各所への情

報提供等に努めます。 

救急課 

精神保健福祉相談 
精神科医師による相談や精神保健福祉士等による精

神保健福祉相談（電話，面談，訪問）を実施します。 
保健予防課 

救急搬送された自

殺未遂者への支援 

（新規） 

(調整中) 
保健予防課 

救急課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

こころの健康相談の開催回数 ６４件 (調整中) 

  

関連する 

SDGs 
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３ 自死遺族への支援 

（１）遺された人への支援の充実 

［ 現状と課題 ］ 

自殺を防ぐ取り組みとともに，大切な人を亡くし，耐えがたい悲しみや苦しみを抱

えている自死遺族等の精神的な負担を和らげることも必要です。 

本市においては，これまでも自死遺族わかちあいの会，自死遺族支援公開講演会を

実施しており，自死遺族等が適切な支援を受けることができるよう，必要な情報の提

供や支援体制の充実を図ることが重要です。 

 

①自死遺族への支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

大切な人を自死で亡くした人を支援するため，引き続き必要な支援情報の提供，相

談体制の充実，支援に取り組む民間団体への支援に努めます。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

自死遺族支援わか

ちあいの会「ひだま

り」 

自死遺族の方が，自責の念など他では語ることができ

ない思いを自由に語り，互いに共感し，分かち合うこ

とができる場の提供を行います。 

福祉政策課 

自死遺族の集い 

まんりょうの会 

自死遺族や自死した方の友人，仕事仲間など心に痛み

を抱えている方の悲嘆（グリーフ）を分かち合う会を

開催します。 

認定ＮＰＯ法人

千葉県東葛地

区・生と死を 

考える会 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

自死遺族支援分かち合いの会「ひだまり」

の開催回数 

年６回 年６回 

 

 

  

関連する 

SDGs 
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４ 強化すべき課題への対応 

（１）児童生徒を取り巻く環境の整備 

［ 現状と課題 ］ 

子どもや若者に対する自殺対策は，その人の現在における自殺予防につながるだけ

でなく，将来の自殺リスクを低減させることにつながります。 

コロナ禍を経て子どもの自殺者数は増加傾向にあり，更なる対策が必要な状況にあ

ります。引き続き，学校におけるＳＯＳの出し方に関する教育を推進するとともに，

いのちの大切さや自己肯定感を高める教育を行うことが重要です。また，支援を必要

とする若者が漏れないようライフステージ（学校の各段階）や立場（学校や社会との

つながりの有無等）に応じた，それぞれの置かれている状況に応じた支援や自殺対策

に資する教育等を推進することも必要です。 

 

①子どもへの支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

児童生徒に対し，授業等において心の健康やいのちの大切さについて学ぶ機会を充

実させるとともに，困難に直面した場合に支援を求めることの必要性を教え，子ども

にとってＳＯＳを出しやすい環境をつくります。 

 

②保護者への支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

子どもの最も身近にいる保護者に対して，悩みを抱えた子どものサインに気付くこ

との重要性やその方法について啓発していきます。 

また，不登校や生徒指導上の課題を抱える児童生徒及びその保護者，学校関係者等

への相談支援についても充実していきます。 

［ 主要事業 ］ 

※①②③，各事業の対象者が混在するため以下のように表記 

 「子ども＝子」「保護者＝保」「学校，教員＝学」 

事業名 内容 担当部署 

教育相談 

子 保 学 

柏市教育委員会教育支援室にて電話相談・面接相談を

行っています。市立全小中学校にはスクールカウンセ

ラーを配置し，児童・保護者・教職員への面接相談を

行っています。 

スクールソーシャルワーカーを全ての中学校区に配置

し，引きこもり解消や安否確認の徹底，福祉機関との

連携を行っています。教育相談担当者研修では，各学

校の担当者，スクールカウンセラー，スクールソーシ

ャルワーカーが集まり，情報共有を行っています。 

児童生徒課 

関連する 

SDGs 
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事業名 内容 担当部署 

不登校児童生徒の

支援事業 

子 保 

柏市教育委員会教育支援室や各学校のスクールカウン

セラーが相談に応じています。市内に５箇所教育支援

センターを設け，学習支援や居場所づくりを行うとと

もに，引きこもりがちな児童生徒に対して家庭訪問に

よる支援を行っています。自然体験教室，あすなろキ

ャンプ，学期毎の長欠連絡協議会，保護者の集いであ

る「ひまわりの会」を実施します。 

児童生徒課 

やまびこ電話柏事

業 

子  

身近に相談できる相手がいない場合でも，青少年の悩

みの相談窓口として，匿名での電話相談を受け付けま

す。 

傾聴を重視し，多様な相談支援を行います。 

少年補導 

センター 

少年相談事業 

子 保 学 

青少年の不良行為等の問題行動で悩みを持つ保護者，

教員，青少年本人等からの相談に応じます。 

少年補導 

センター 

就学援助 

保 

経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対

し，就学援助費を支給します。また，当該制度の周知

を図ります。 

学校教育課 

家庭児童相談 

保 

子育てに悩んでいる保護者等の養育に関する相談や児

童虐待に関する相談・支援を行います。 
こども支援室 

母子・父子自立支援

相談事業 

保 

様々な相談や情報提供就職支援を行い，ひとり親家庭

の自立促進を支援します。通常の相談については相談

者の意向を踏まえながら相談・支援を的確に行ってい

きます。 

また，離婚するかたのうち，子どもの養育費の取り決

めをしている場合は少なく，離婚後の生活設計が不安

定な者が多いため離婚前の相談・情報提供の充実も図

っていきます。ひとり親家庭の父母等に対し，生活全

般に関する様々な相談を受けるとともに，情報提供な

どを行い自立へ向けた支援を行っています。 

こども福祉課 

児童・生徒に関する

保護者向け啓発物

の発行 

（新規）（再掲） 

子 保 学 

保護者が子どもの異変を感じた際の対応について作成

した，通称「カブ家族」のリーフレットについて，市

内公立校の小学６年生（または中学１年生）に配架を

行い，あわせて，関連する動画の作成・配信を実施し

ます。 

福祉政策課 

いのちの教育の推

進 

子 学 

教職員研修等で，「いのち」の大切さを伝える性教育な

どの実施について，周知啓発します。 

また，消防局救急課と連携し，小学校高学年を対象に

実施している「ジュニア救命士講習」を推進します。

保健所と連携し，思春期保健健康教育等の事業を推進

します。 

学校教育課 

性の多様性授業の

推進 

子 

千葉大学教育学部及びストップイットジャパン（株）

と，産官学連携による教材開発の第３弾として，「自分

らしく生きるって？～多様な性を理解する教育」を開

発しました。 

児童生徒課 

道徳教育の推進 

子 

道徳科を要として，学校の教育活動全体を通じた道徳

教育を充実します。 
指導課 
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事業名 内容 担当部署 

生徒指導推進事業 

学 

生徒指導主任連絡協議会を通じて生徒指導上の諸問題

についての対応を助言します。 

子どもたちを取り巻く今日的な問題と生徒指導体制に

ついて研修を行います。 

解消困難な問題行動や非行等の事案に対する関係機関

との連携について助言します。 

学級経営アドバイザー及びスクールサポータの派遣に

より，学校を支援します。 

いじめ問題対策連絡協議会を開催し，いじめ防止につ

いての今後の方向性を見出します。 

児童生徒課 

街頭補導活動 

子 

補導専門員，生徒指導アドバイザー，非行防止アドバ

イザー及び少年補導委員が，柏駅周辺における補導活

動を実施し，不良行為等の問題行動の早期発見・早期

補導に努めながら，非行防止活動の充実を図ります。 

少年補導 

センター 

非行防止啓発事業

（講演会活動・サイ

バーパトロール） 

子 保 学 

情報モラル遵守や薬物乱用防止等の啓発活動を児童生

徒保護者教職員地域団体に行なうことで，健全育成に

向けて意識を高め浸透させていきます。 

また，サイバーパトロールによりＳＮＳ（ソーシャル・

ネットワーキング・サービス）や掲示板を閲覧する中

で，不適切な掲載や事件･事故に繋がりそうな書き込み

については，学校と連携して対応します。 

少年補導 

センター 

柏市少年補導委員

連絡協議会支援 

子 

青少年の補導活動を実施する少年補導委員で構成され

る「柏市少年補導委員連絡協議会」を支援することで，

地区補導や環境浄化活動を推進し，青少年の非行の未

然防止に努めます。 

少年補導 

センター 

ＳＮＳによる保護

者向けの情報発信 

（再掲） 

子 保 

夏休みの終わりや２学期の始まりは，児童生徒の自殺

が増える傾向にあることから，保護者向けのスクール

メールにおいて注意喚起を行います。またツイッター

等においても情報を発信します。 

福祉政策課 

児童生徒課 

自殺対策関連資料

の展示 

子 保 

図書館本館の展示コーナーに自殺対策をテーマとした

関連資料の展示及び貸し出しを行います。 

福祉政策課 

図書館 

教職員研修 

（再掲） 

学 

柏市教職員人材育成指針及び指標に基づき柏市独自の

研修体系を構築するとともに，人材育成体制を充実さ

せます。「Ｏｆｆ ＪＴ（校外研修）」「ＯＪＴ（校内研

修）」「ＳＤ（自己研鑽）」の関連を図りつつ，人材育成

を効果的・計画的に推進します。 

具体的には，平成２５年度から３年間で市内全教職員

が「ゲートキーパーの役割」の研修を受講し，平成２

８年度から初任者と異動教職員を対象に実施していま

す。また，平成２９年度から３年間で市内全教職員に

「性同一性障害や性的指向・性自認（ＬＧＢＴ）に係

る児童生徒の理解のための研修」を義務付けます。 

教育研究所 

自殺予防ゲートキ

ーパー養成研修 

（再掲） 

子 保 学 

広く市民を対象に，悩んでいる人に気づき，声をかけ，

話を聞いて必要な支援につなげることのできるゲート

キーパーを養成するための研修を行います。 

福祉政策課 
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◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

STANDBY による相談件数  391 件 400 件 

STOP!いじめリーフレット，ホウレンソウ

カードの配付 

― 100％ 

 

③ＳＯＳの出し方・受け方教育の実施 

［ 取り組みの方向性 ］ 

悩みを抱えた子どもが，その悩みを抱え込まずに相談ができる「ＳＯＳの出し方」

に関する教育を推進するとともに，そのＳＯＳを受け止める側である教員や保護者に

向けて「ＳＯＳの受け方」について啓発を行い，悩みを抱え込まずに身近な方に話す

ことができる環境を，子と教員・親の双方向から整えていきます。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

児童のＳＯＳの出し

方に関する教育の

推進 

子   

千葉大学教育学部及びストップイットジャパン（株）

と，産官学連携による教材開発に取り組んでいます。 

平成２９年度に「脱いじめ傍観者教育」をテーマとし

た映像教材を開発し，市内中学１年生で授業を行うと

ともに，自治体としては初めて「ＳＮＳ相談アプリＳＴ

ＯＰｉｔ」を導入しました。また，平成３０年度は，ＳＯ

Ｓの出し方教育に関する授業「どうする！？ＳＯＳ～

ホウレンソウ（報告・連絡・相談）教育」を開発しま

した。 

児童生徒課 

児童のＳＯＳの受け

方に関する啓発 

（新規） 

保 学 

子どものＳＯＳサインに気づくポイントや考え方，悩

んだ子供に寄り添うため方法について，教員や保護者

への研修等の啓発を行います。 

福祉政策課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

ＳＯＳの出し方に関する授業実施学級率 100％ 100％ 
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（２）特別な事情を抱えたかたへの支援 

［ 現状と課題 ］ 

女性の自殺者数は，新型コロナウイルス感染拡大下の令和２年には 31 人と，この

10 年間で最も多くなっています。コロナ禍における家族の在宅時間の増加等による家

庭内暴力や女性の雇用問題の深刻化などにより，女性の自殺リスクの高まりが懸念さ

れており，支援体制の整備が必要です。 

 

①女性に関する課題への支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

女性特有の課題に向けた相談支援体制を整備することにより，適切な支援につなげ

ます。困難を抱える女性が，さまざまな悩みについて相談を受け，必要に応じて関係

機関等の情報提供により適切な機関への橋渡しができるよう，支援体制を推進します。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

女性のための相談

事業 

家庭や職場などでの女性の悩み事などに対して「女

性のこころと生き方相談」を実施します。専門の女性

カウンセラーが相談に応じ，関係機関と連携しなが

ら，相談者の支援を行います。 

また，仕事をしている方も相談を受けられるよう，月

に１回第２木曜日を夜間相談日として午後２時から

午後８時まで相談を行います。 

共生・交流推進

センター 

にこにこダイヤル

かしわ（妊娠・出産・

子育て電話相談） 

専任の保健師助産師が専用電話による妊娠・出産・子

育てに関する相談を実施し個々の状況に応じた助

言・指導を行います。 

地域保健課 

母子・父子自立支援

相談事業 

（再掲） 

様々な相談や情報提供就職支援を行い，ひとり親家

庭の自立促進を支援します。通常の相談については

相談者の意向を踏まえながら相談・支援を的確に行

っていきます。 

また，離婚するかたのうち，子どもの養育費の取り決

めをしている場合は少なく，離婚後の生活設計が不

安定な者が多いため離婚前の相談・情報提供の充実

も図っていきます。ひとり親家庭の父母等に対し，生

活全般に関する様々な相談を受けるとともに，情報

提供などを行い自立へ向けた支援を行っています。 

こども福祉課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

にこにこダイヤルかしわ（妊娠・出産・子

育て電話相談）の相談件 

1,164 件 1,200 件 

 

  

関連する SDGs 
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②妊産婦への支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

妊産婦や子育て中の保護者に対して，産後うつの防止や育児のストレス，育児不安

等の解消に向けた支援を提供します。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

子育て世代包括支

援センター運営事

業 

妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援を

実施します。 

妊娠，出産，子育てに関する相談・支援プラン作成・妊

娠，出産包括支援事業（産前産後サポート事業）や乳児

家庭全戸訪問事業等を実施し，子育て世代へのポピュレ

ーションと併せて，個別ケースの要支援体制について関

係機関と連携し，妊娠期から切れ目のない支援に努めま

す。 

特に乳児家庭全戸訪問では，産後うつの早期発見のスク

リーニング指標を用い，育児ストレスが高いと思われる

方や，医療の必要な産後うつの疑いのある方に対し，早

期発見・早期支援を行います。 

地域保健課 

にこにこダイヤル

かしわ（妊娠・出産・

子育て電話相談） 

（再掲） 

専任の保健師助産師が専用電話による妊娠・出産・子育

てに関する相談を実施し個々の状況に応じた助言・指導

を行います。 
地域保健課 

産後ケア事業 
家族等から十分な家事及び育児などの援助が受けられ

ず，育児不安を持つ褥婦とその新生児に対し，心身のケ

ア及び育児サポート等のケアを行います。 

こども福祉課 

地域子育て支援セ

ンター事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設

し，子育てについての相談，情報の提供，助言その他の

援助を行います。 

保育運営課 

ママパパサロン 

【ママパパサロン】 

ビデオ学習 先輩ママパパとの交流 沐浴体験 妊婦疑似

体験 赤ちゃんのお世話体験 柏市母子保健サービス紹介

を行います。 

【かんがるーサロン】 

グループワーク（先輩ママパパとの交流，出産について）

赤ちゃんのお世話（希望者のみ）を行います。 

【こうのとりサロン】 

ビデオ学習 グループワーク（出産，産後について）赤ち

ゃんのお世話（希望者のみ）を行います。 

地域保健課 

柏市民健康づくり

推進員の赤ちゃん

訪問 

地域で 3～4 か月頃の赤ちゃんのいるご家庭を訪問し，

声かけを行います。困っていることや悩みなどを聴き，

地域で役立つ情報などをお伝え，お困りごとについて専

門的な相談が受けられるよう，市の保健師を紹介しま

す。 

地域保健課 

養育支援訪問事業 

養育に支援が必要な家庭に保健師等が居宅を訪問し，専

門的な立場から養育や家事に関する指導，助言，援助等

を実施します。母子保健と連携をしながら要支援家庭の

早期把握・早期対応及び継続支援を行い，保護者が自立

し適切な子育てができるよう支援します。 

こども支援室 
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事業名 内容 担当部署 

相談支援 

乳幼児健診等の母子保健事業と連携を図り，発達が気に

なる早期の段階から相談を受け付け，お子さんとその保

護者に対し面接を実施します。心理相談員等の専門職が 

発達検査等の評価を実施し，必要な支援や情報提供等を

行います。それにより，お子さんの抱える問題の軽減や

改善，保護者の不安軽減や障害理解等を図ります。 

こども発達セン

ター 

子育て短期支援事

業 

保護者の疾病，出産，仕事，育児疲れなどの理由で一時

的に子どもを見ることができなくなった場合，児童養護

施設で短期間の子どもの預かりを行っています。 

こども支援室 

一時保育（預かり）

事業 

家庭において一時的に保育を受けることが困難になっ

た乳児又は幼児について，保育園で一時的に預かり，必

要な保護を行います。 

保育運営課 

配偶者暴力被害者

等緊急避難支援事

業 

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）被害により援助を

求めてきた被害者に交通費，宿泊費，食費を支給してい

ます。（平成 27 年４月１日から「配暴法に基づく被害

者及び被害者の同伴する子」を対象者とし，併せて食費

の支給が行えるよう規則改正を行いました。） 

こども支援室 

はぐはぐひろば（地

域子育て支援拠点）

事業の整備運営 

乳幼児親子の支援，交流や学びの場の提供，相談を行い，

地域の子育て環境の充実を図るため，利用しやすいオー

プンな場所に地域子育て支援拠点事業を整備します。 

子育て支援課 

児童の擁護に要す

る事業（児童福祉施

設入所措置費） 

経済的な理由により，入院助産を受けることが困難な妊

婦を助産施設で助産をさせます。 

母子家庭等の母が児童の養育等に問題がある場合や，Ｄ

Ｖ（ドメスティックバイオレンス）被害等の母子を母子

生活支援施設に入所させ，自立支援を行います。 

こども支援室 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

妊娠届出時の保健師等による面談率 100％ 100％ 
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③生活困窮者への支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

生活の基盤となる経済面の問題が自殺に至る一因となる可能性が考えられます。精

神保健医療の面に加え，生活困窮世帯への対策等，福祉的な観点からも取り組みを行

います。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

自立相談支援及び

就労準備，家計相談

支援事業 

社会福祉法人に委託して実施します。 

自立相談支援事業は，生活困窮及び生活困窮に陥りそう

な世帯に対し，総合的，包括的に自立に向けた面接相談支

援を行うことにより，その世帯の問題点を把握し，就労に

より自立が可能と判断される場合は，その世帯に応じて，

就労準備支援，中間的就労などを実施しています。 

また，生活保護以上の収入は得ていますが，収支のバラン

スが崩れていることにより生活困窮に陥っている場合

は，家計改善支援を実施し，収支の改善並びに債務整理な

どの支援を実施します。各事業とも法定決定の可否を支

援調整会議で決定します。 

生活支援課 

生活保護受給者の

自立支援体制の強

化 

就労支援相談員（非常勤職員）を配置し，稼働能力を十分

に活用できていない生活保護受給者に対して，個々の能

力，適性等に応じたきめ細やかな就労支援を実施します。 

生活支援課 

ホームレス自立支

援事業 

市民からの通報や定期の巡視事業等で，ホームレスの方

に訪問面会した時やホームレスの方が来所相談した時

に，本人の意向を確認した上で生活保護を適用するなど，

生活的，社会的，経済的に自立した生活が送れるよう支援

します。 

生活支援課 

母子父子寡婦福祉

資金貸付事業 

ひとり親家庭の父母，児童，寡婦等に対して，無利子又は

低利子で資金を貸付することで，経済的な自立の支援と

児童の福祉向上を図ります。 

こども福祉課 

住居確保給付事業 

離職者に対し９ヶ月間を限度に，家賃相当額（生活保護基

準額を限度）を給付すること及び就労支援，ハローワーク

等への同行などを実施することにより，再就職による経

済的に自立した生活の獲得を支援します。 

生活支援課 

就学援助 

（再掲） 

経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し，

就学援助費を支給します。また，当該制度の周知を図りま

す。 

学校教育課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

自立相談支援及び就労準備，家計相談支援

事業における初回プラン作成件数 

434 件 500 件 
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（３）柏市ならではの課題への対応 

［ 現状と課題 ］ 

柏市では市内における自殺者の実態と傾向を把握するために，過去５年間（平成２

９年～令和３年）の自殺者の死亡届・死亡診断書のデータについて分析調査を行いま

した。その結果得られた特徴（26 ページ参照）や，コロナ禍を経て見られるようにな

った自殺に関する傾向について，柏市ならではの課題と位置づけ，取り組みを推進し

ていきます。 

 

①自殺を防ぐ地域力の向上 

［ 取り組みの方向性 ］ 

柏市独自の分析調査で，サロンの数が多い地区ほど自殺率が低い傾向が見られたこ

とから，地域コミュニティが自殺防止に寄与している可能性が見られました。 

高齢女性の自殺増や，高齢者の閉じこもりや抑うつによる健康問題は，コロナ禍で

の地域活動停止による可能性が考えられ，高齢者の健康づくり等の地域包括ケアシス

テムと連動した事業展開や交流の場や居場所づくりを推進する必要があります。 

そのため，地域で自殺対策に取り組む団体等との連携を深め，多様な支え手による

包括的なネットワークの体制づくりに取り組んでいきます。地域で見守り活動をする

人を支援し，重層的な見守り活動の体制づくりを進め，地域のつながりを深めるため

の居場所づくりを推進して地域の交流を促進しコミュニティ活動の充実に努めます。 

また，自殺リスクの高い人だけでなく，市民一人ひとりが自殺を考えている人の存

在に気づき，具体的支援へとつなげていくことが求められます。市民一人ひとりが，

自分の周りでSOSを発している人の存在に気づき，声をかけ，話を聴き，見守ってい

けるゲートキーパーとしての役割を担えるよう，お互いが気づきあい，声をかけやす

い地域づくりを推進します。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

地域づくり推進事

業 

地域づくりコーディネーター等を配置し，地域の課題・地

域の要望に応じて適切に支援を行っていきます。 

地域活動の解決や地域人材の育成を目的として，地域の

実情を把握し，それに沿った事業を展開していきます。 

また，地縁団体と他の活動団体が協働するように，積極的

に働きかけを行っていきます。 

市民活動支援課 

消費生活の見守り

人材の育成事業 

柏市消費生活コーディネーターを配置し，町会，自治会，

民生委員等と連携しながら地域の見守り人材として育成

しています。 

消費生活 

センター 

民生・児童委員の活

動支援・研修事業 

身近な地域の見守り役である民生委員・児童委員活動の

支援（研修含む）を，事務局（市社協）と連携して行って

いきます。 

福祉政策課 

 

 

 

関連する 

SDGs 
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事業名 内容 担当部署 

生活支援体制整備

事業の充実 

市域及び 21 コミュニティエリアに協議体と生活支援コ

ーディネーターを配置し，地域資源と課題をマッチング

できる体制を推進します。たすけあい活動団体や居場所

の支援をしていくと共に，多様な地域にある資源の利用

促進等についても支援します。 

地域包括支援課 

老人クラブ支援事

業 

老人クラブ連合会及び単位老人クラブが実施する，各種

社会奉仕活動，シルバー運動会，芸能大会，グランドゴル

フ等の事業等に対して，補助金を交付します。 

高齢者支援課 

はぐはぐひろば（地

域子育て支援拠点）

事業の整備運営 

（再掲） 

乳幼児親子の支援，交流や学びの場の提供，相談を行い，

地域の子育て環境の充実を図るため，利用しやすいオー

プンな場所に地域子育て支援拠点事業を整備します。 

子育て支援課 

地域子育て支援セ

ンター事業 

（再掲） 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設

し，子育てについての相談，情報の提供，助言その他の援

助を行います。 

保育運営課 

自殺予防ゲートキ

ーパー養成研修 

（再掲） 

広く市民を対象に，悩んでいる人に気づき，声をかけ，話

を聞いて必要な支援につなげることのできるゲートキー

パーを養成するための研修を行います。 
福祉政策課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

たすけあい活動団体の数 68 68 

 

 

②地域における相談窓口の強化 

［ 取り組みの方向性 ］ 

地域での支援・相談体制を充実させ，市民の状況に応じたきめ細かな相談支援を行

います。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

市民相談 

市民相談員が，市民からの相談を電話又は面談にて受け

付け 必要に応じて有資格者等（国の機関から委嘱を受け

ている者も含む）による専門相談や他の相談機関の案内

を行います。 

広報広聴課 

福祉の総合相談窓

口の設置 

ひとつの相談窓口では対応が難しい複雑化・複合化した

課題について，分野横断的に包括的な相談支援を行うと

ともに，必要に応じて関係機関につなぎます。 

福祉政策課 

女性のための相談

事業 

（再掲） 

家庭や職場などでの女性の悩み事などに対して「女性の

こころと生き方相談」を実施します。専門の女性カウンセ

ラーが相談に応じ，関係機関と連携しながら，相談者の支

援を行います。 

また，仕事をしている方も相談を受けられるよう，月に１

回第２木曜日を夜間相談日として午後２時から午後８時

まで相談を行います。 

 

共生・交流推

進センター 
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事業名 内容 担当部署 

高齢者の総合相談

事業 

地域における身近な相談窓口として，地域包括支援セン

ターの保健師（経験のある看護師），社会福祉士，主任介

護支援専門員等の専門職が，高齢者の様々な相談を受け，

医療・保健・福祉・介護の関係者と連携して支援します。 

 

地域包括支援課 

障害者相談支援事

業 

障害者の相談に２４時間３６５日対応可能な地域生活支

援拠点をはじめ，専門職員が在籍する地域に身近な相談

支援事業所と連携し，障害者の多様な相談支援のニーズ

に対応します。 

障害福祉課 

にこにこダイヤル

かしわ（妊娠・出産・

子育て電話相談）

（再掲） 

妊娠・出産包括支援事業における産前産後サポート事業

として実施します。専任の保健師助産師が専用電話によ

る育児相談を実施し個々の状況に応じた助言・指導を行

います。 

地域保健課 

家庭児童相談 

（再掲） 

子育てに悩んでいる保護者等の養育に関する相談や児童

虐待に関する相談・支援を行います。 
こども支援室 

消費生活相談事業 
消費生活相談員による消費生活相談を実施します。また，

全国消費生活情報ネットワーク・システムへの消費生活

相談内容を適正に報告します。 

消費生活 

センター 

こころの健康相談

（再掲） 

精神科医師による相談や精神保健福祉士等のよる精神保

健福祉相談（電話，面談，訪問）を実施します。 
保健予防課 

やまびこ電話柏事

業 

（再掲） 

身近に相談できる相手がいない場合でも，青少年の悩み

の相談窓口として，匿名での電話相談を受け付けます。 

傾聴を重視し，多様な相談支援を行います。 

少年補導 

センター 

少年相談事業 

（再掲） 

青少年の不良行為等の問題行動で悩みを持つ保護者，教

員，青少年本人等からの相談に応じます。 

少年補導 

センター 

いのちの電話 

生きることの困難さに直面し，自殺まで思慮するほどの

精神的危機にある人に寄り添い，対等な人間としてかか

わりを持ち支え合う活動をしています。電話相談は２４

時間３６５日受付，インターネットや対面による相談も

実施しています。 

社会福祉法人

千葉いのちの

電話 

心配ごと相談 

民生委員や元学校長，福祉活動経験者などの相談員が，

日々の生活の 中での様々な悩みや困りごと，心配ごとに

ついて，アドバイスや相談に適した関係機関の案内を行

います。 

柏市社会福祉 

協議会 

個別相談事業 

ニートや引きこもりの若者やその家族を対象に，メンタ

ルヘルス専門カウンセラーやキャリアコンサルタントに

よる個別面談を行います。 

 

認定ＮＰＯ法

人キャリアデ

ザイン研究所 

子育て世代包括支

援センター運営事

業 

（再掲） 

妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援を実

施します。特に乳児家庭全戸訪問では，産後うつの早期発

見のスクリーニング指標を用い，育児ストレスが高いと

思われる方や，医療の必要な産後うつの疑いのある方に

対し，早期発見・早期支援を行います。 

妊娠，出産，子育てに関する相談・支援プラン作成・妊娠，

出産包括支援事業（産前産後サポート事業）や乳児家庭全

戸訪問事業等を実施し，子育て世代へのポピュレーショ

ンアプローチと併せて，個別ケースの要支援体制につい

て関係機関と連携し，妊娠期から切れ目のない支援に努

めます。 

 

地域保健課 
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事業名 内容 担当部署 

母子・父子自立支援

相談事業 

（再掲） 

様々な相談や情報提供就職支援を行い，ひとり親家庭の

自立促進を支援します。通常の相談については相談者の

意向を踏まえながら相談・支援を的 確に行っていきま

す。 

また，離婚するかたのうち，子どもの養育費の取り決めを

している場合は少なく，離婚後の生活設計が不安定な者

が多いため離婚前の相談・情報提供の充実も図っていき

ます。ひとり親家庭の父母等に対し，生活全般に関する

様々な相談を受けるとともに，情報提供などを行い自立

へ向けた支援を行います。 

こども福祉課 

自立相談支援及び

就労準備，家計相談

支援事業 

（再掲） 

社会福祉法人に委託して実施します。 

自立相談支援事業は，生活困窮及び生活困窮に陥りそう

な世帯に対し，総合的，包括的に自立に向けた面接相談支

援を行うことにより，その世帯の問題点を把握し，就労に

より自立が可能と判断される場合は，その世帯に応じて，

就労準備支援，中間的就労などを実施しています。 

また，生活保護以上の収入は得ていますが，収支のバラン

スが崩れていることにより生活困窮に陥っている場合

は，家計改善支援を実施し，収支の改善並びに債務整理な

どの支援を実施します。各事業とも法定決定の可否を支

援調整会議で決定します。 

生活支援課 

在住外国人支援事

業 

日常生活の様々な面で在住外国人をサポートするため外

国人アドバイザーによる相談業務を行います。 

共生・交流 

推進センター 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

にこにこダイヤルかしわ（妊娠・出産・子

育て電話相談）の相談件数 

1,164 件 1,200 件 

福祉の総合相談の相談件数 2,074 件 2,000 件 

 

③地域におけるネットワークの強化 

［ 取り組みの方向性 ］ 

地域での支援・相談体制の担い手となる関係機関が連携し，自殺対策を総合的に推

進する必要があります。自殺リスクの高い人だけでなく，市民一人ひとりが自殺を考

えている人の存在に気づき，具体的支援へとつなげていくことが求められます。 

 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

自殺予防対策連絡

会議，庁内連携会議 

関係団体，関係課等による会議。柏市自殺対策計画の進捗

管理や情報共有，意見交換を行います。 

福祉政策課 

保健予防課 

柏地域職域連携推

進協議会 

柏労働基準監督署や商工関係団体などの職域関係機関

や，保健医療関係機関等で構成される協議会において，地

域保健，職域保健相互の健康課題や保健事業に関する把

握及び情報共有を行い，課題解決に向けて連携した共同

事業を検討，実施します。 

 

健康増進課 
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事業名 内容 担当部署 

柏市精神障害にも

対応した地域包括

ケアシステム構築

推進事業 

保健，医療，福祉，介護等関係者による協議の場を通じて，

重層的な連携による支援体制を構築していきます。 
保健予防課 

障害者虐待防止セ

ンター（緊急保護時

助成金含む） 

障害者の虐待に関する通報等の受理，障害者及び養護者

に対して障害者虐待に関する相談指導及び助言の実施，

障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広

報，その他の開発啓発活動の実施，障害者虐待防止に関す

る連携協力体制の整備，緊急保護した場合の保護費や医

療費，日用品費に対する助成を行います。 

障害福祉課 

防犯関係機関との

連携 

警察を始めとする関係機関・団体との連携をより緊密な

ものとし，市全体の防犯推進体制の強化を図るとともに

有機的に各種防犯事業を展開していきます。 

防災安全課 

地域連携による消費

者啓発事業の推進 

消費生活コーディネーター等が連携し，研修やイベント

等の取り組みを通して消費生活啓発事業を推進していき

ます。 

消費生活セン

ター 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

消費生活コーディネーターの人数 (調整中) (調整中) 

自殺予防対策連絡会議，自殺予防対策庁内

連携会議の開催回数 

それぞれ年１回 それぞれ年１回 

 

④医療や行政の支援(適切な保健医療福祉サービス)につなげる動き 

［ 取り組みの方向性 ］ 

柏市独自の分析調査では，介護認定や障害者手帳の未取得・自立支援医療等の未受

診など，本来受けられる医療・行政サービスを受けずに自殺に至ったケースが見られ

ました。配偶者や家族と同居していてもつながらなかったケースもあり，病状に応じ

た適切な医療福祉サービスが受けられるよう，医療・行政・地域とのつながりが乏し

い人に対する分野を越えた包括的な支援の提供や働きかけ，アプローチの強化が必要

です。 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

精神保健福祉相談 

(再掲) 

精神科医による相談や精神保健福祉士等による精神保健

福祉相談（電話，面談，訪問）を実施します。また，ＨＡ

ＰＰＹプログラム（個別・集団），アルコール家族教室，

酒害教室の開催・市民講座・出前講座等での普及啓発を実

施します。 

ボランティアや自助グループ支援事業を行います。 

保健予防課 

障害者虐待防止セ

ンター（緊急保護時

助成金含む） 

（再掲） 

障害者の虐待に関する通報等の受理，障害者及び養護者

に対して障害者虐待に関する相談指導及び助言の実施，

障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広

報，その他の開発啓発活動の実施，障害者虐待防止に関す

る 連携協力体制の整備，緊急保護した場合の保護費や医

療費，日用品費に対する助成を行います。 

障害福祉課 
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事業名 内容 担当部署 

配偶者暴力被害者

等緊急避難支援事

業 

（再掲） 

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）被害により援助を求

めてきた被害者に交通費，宿泊費，食費を支給していま

す。（平成 27 年４月１日から「配暴法に基づく被害者及

び被害者の同伴する子」を対象者とし，併せて食費の支給

が行えるよう規則改正を行いました。） 

こども支援室 

児童の擁護に要す

る事業（児童福祉施

設入所措置費） 

（再掲） 

経済的な理由により，入院助産を受けることが困難な妊

婦を助産施設で助産をさせます。 

母子家庭等の母が児童の養育等に問題がある場合や，Ｄ

Ｖ（ドメスティックバイオレンス）被害等の母子を母子生

活支援施設に入所させ，自立支援を行います。 

こども支援室 

難病支援対策 

難病患者が「難病の患者に対する医療等に関する法律」を

はじめとする各種法令条例・要綱に基づき，千葉県が実施

する特定医療費（指定難病）助成制度等を利用してよりよ

い医療を受けられるよう，医療費助成の申請受付等を行

っています。 

また「難病の患者に対する医療等に関する法律」等に基づ

き，難病相談支援として，難病相談支援センターや地域包

括支援センター，訪問看護事業所等の難病支援関係者と

の連携による指定難病患者の訪問指導や窓口相談，医療

講演会・医療相談会等を行います。 

保健予防課 

小児慢性特定疾病

医療支援事業 

柏市小児慢性特定疾病審査会を月１回開催し，医療費の

支給認定を行い，認定された場合は医療受給者証を交付

します。自立支援事業として，全数を対象に申請時に保健

師面接を実施し，必要な保護者へ相談支援を行います。 

地域保健課 

高齢者の総合相談

事業 

（再掲） 

地域における身近な相談窓口として，地域包括支援セン

ターの保健師（経験のある看護師），社会福祉士，主任介

護支援専門員等の専門職が，高齢者の様々な相談を受け，

医療・保健・福祉・介護の関係者と連携して支援します。 

地域包括支援課 

高齢者声かけ訪問

事業 

民生委員が担当地区の高齢者宅を訪問することにより，

福祉サービスや介護サービスが必要な状態にもかかわら

ず閉じこもりや家庭事情などを含め，自らの力で利用申

請ができない高齢者を把握し適正なサービス利用につな

げます。 

地域包括支援課 

かしわお元気コー

ル 

在宅福祉サービスを利用していない，孤立しがちな高齢

者などを対象に，電話声かけボランティアによる安否確

認を行います。 

柏市社会福祉

協議会 

認知症の人と家族

への支援 

認知症地域支援推進員による認知症の人やその家族に対

して，状態に応じたサービスが提供されるよう医療機関

や介護事業者，認知症サポーター，地域の認知症の人や家

族を支援する関係者と連携します。地域における認知症

の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を整備す

る取り組みを行います。認知症介護者交流会や認知症カ

フェを開催します。 

認知症地域支援推進員と連携して実施する認知症カフェ

実施団体への活動助成を実施します。 

地域包括支援課 

権利擁護啓発活動

事業 

高齢者の権利擁護に関して，専門職及び市民に対しリー

フレットの作成 ，研修会，啓発活動等を行います。 
地域包括支援課 

高齢者緊急一時保

護事業 

養護者からの虐待により生命・身体に重大な危機が生じ

るおそれがある高齢者や身元不明等の高齢者に対し，一

時的に保護する措置を講じます。 

 

地域包括支援課 
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事業名 内容 担当部署 

犯罪被害者支援事

業 

(新規) 

犯罪被害者及びその遺族等が，被害に起因するこころの

不安や悩みを相談する窓口につなぎます。 
防災安全課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

こころの健康相談の開催件数 ６４件 (調整中) 
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⑤孤独・孤立を抱えるかたへの支援 

［ 取り組みの方向性 ］ 

柏市独自の分析調査では，自殺者に占める独身者の比率に増加傾向が見られました。

自殺防止には，家族間でのコミュニケーションおよび地域社会・職場における人間関

係といった人と人のつながりが重要な役割を担っているとの見方もあり，独身者は日

常的な家族間のコミュニケーションが希薄になり，孤立や孤独・ひきこもりにつなが

る可能性が考えられます。 

独身者も，人と人・社会資源から育まれる支えあいや助けあいなどにより，地域と

のつながりを持っていくことが孤立・孤独の防止のために重要です。 

柏市では，自殺に至る過程に少なからず影響を及ぼしている職場や就労に関する問

題について対策を進めていきます。 

 

［ 主要事業 ］ 

事業名 内容 担当部署 

イベント開催事業 各種イベントを通じ，社会参加や地域との交流を

促します。 

福祉政策課 

障害者等社会参加

コーディネート事

業 

障害者等の社会参加を促進するため，障害者等を

対象としたものづくりに関するイベント及び市内

の障害者就労施設の製品販売会等を行うことで，

共同作業や製品販売の推進に寄与するほか，地域

共生社会実現の一助とすべく関係団体・機関等と

協力しながら障害理解に関する取り組みを促進し

ます。主にラコルタ１階のあ・えーるテラスを事

業運営及び交流の場としています。 

障害福祉課 

障害者等社会参加

就労支援事業 

障害者等の社会参加及び就労に係る相談に応じ，

必要な情報提供及び助言，並びに自立した生活の

ための継続的支援等を行うほか，本人の状況に応

じたアウトリーチ等を行います。 

障害福祉課 

図書館の活用 市民に広く開放されており，幅広い資料を収集し

提供する図書館という施設が，立ち寄り先となる

ことで，孤独孤立やひきこもりを防ぐ役割を担い

ます。 

図書館 

ブラックバイト・ブ

ラック企業対策 

長時間労働，賃金不払い残業，ハラスメントなどの

労働問題に関する相談窓口を設置します。窓口で相

談者から聴き取りを行い，相談内容に応じて，労働

基準監督署等の窓口や法律相談等を案内します。 

商工振興課 

若年者就労支援事

業 

国の「地域若者サポートステーション」と連携し，

臨床心理相談各種プログラム，また中間的就労支援

として軽作業や体験就労を実施し，個々の状況に合

わせた継続した支援を行います。 

商工振興課 

母子家庭等就業・自

立センター事業 

就労に活かせる資格取得を目的とした講座を開講

します。また，弁護士による養育費等の無料法律相

談会を実施します。 

 

こども福祉課 

労働相談コーナー 
労働条件や募集採用，職場環境を含め，労働問題に

関するあらゆる分野の相談を，専門の相談員が面接

や電話で行っています。 

労働基準監督署 
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事業名 内容 担当部署 

「さなぎの会」家族

支援会 

引きこもりの家族を支援する会。家族同士の経験談

や情報交換，心理療法のセミナーを通じて親子関係

を改善し，かしわ地域サポートステーションへ繋い

でいきます。 

認定 

ＮＰＯ法人 

キャリア 

デザイン 

研究所 

ひとり親等就業支

援事業（ファミリ

ー・サポート・セン

ター援助活動利用

料助成） 

ファミリー・サポート・センター利用会員のうち，

申請のあったものについて所得等により審査し助

成資格者を認定します。助成資格者については，提

出のあった支給申請書をもとに利用状況等を確認

したうえで，協力会員報酬等及び援助時に発生した

公共交通機関の利用料等の半額を助成します。 

こども福祉課 

老人クラブ支援事

業 

（再掲） 

老人クラブ連合会及び単位老人クラブが実施する，

各種社会奉仕活動，シルバー運動会，芸能大会，グ

ランドゴルフ等の事業等に対して，補助金を交付し

ます。 

高齢者支援課 

高齢者雇用対策の

充実事業（シルバー

人材センター補助

事業） 

シルバー人材センターの運営を支援するため補助

金を交付するほか，就労情報をシルバー人材センタ

ーのジョブコーディネーターに提供し，会員の就労

機会を増やしていきます。 

商工振興課 

高齢者の就労・社会

参加促進事業 

高齢者がいつまで生きがいを持って元気に活躍が

できるよう，高齢者を対象とした就労・ボランティ

ア・趣味・学習・健康づくり活動等の情報を，柏市

生涯現役促進協議会が提供しております。柏市は当

協議会に参画・連携し，相談窓口での希望に応じた

コーディネートの実施や生涯現役促進セミナーの

開催，ウェブ上での情報提供等を通じ，高齢者の社

会参加を促進します。 

健康政策課 

 

◎成果指標 

評価項目 令和４年度実績値 令和９年度目標値 

シルバー人材センターにおける会員就業

率 

84.9％ 90％ 

若年者就労支援事業において就職が決定

した人数 

65 人 90 人 
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第５章 柏市の自殺予防対策の推進体制 

１ 計画の推進体制 

自殺対策は，市民・地域・関係機関・民間団体・企業・学校・行政等がそれぞれの役

割を果たし，相互に連携・協働して取り組むことが必要です。 

市内の関係機関及び民間団体等で構成する「柏市自殺予防対策連絡会議」において，

自殺の状況や自殺対策について情報を共有するとともに，引き続き連携を強化するこ

とで，自殺対策を総合的・効果的に推進していきます。 

また，庁内での自殺対策の推進体制を確立するため，「柏市自殺予防対策庁内連携会

議」を開催し，庁内関係部局が横断的に計画の進行管理をするとともに，関連施策と

の有機的な連携を図り，計画に沿った事業・取り組みを着実に実施します。 

 

（１）柏市自殺予防対策連絡会議 

柏市の自殺予防に関する施策を検討し，さらに円滑に推進するための組織として平

成２０年に設置されました。公的機関である警察署や労働基準監督署を始め，医療，

福祉，教育，交通分野の各関係機関及び相談機関，ＮＰＯ団体等で構成されており，

積極的な情報交換を行っています。 

 

（２）柏市自殺予防対策庁内連携会議 

柏市自殺予防対策連絡会議の下に位置づけられており，庁内で自殺対策事業を実施

している関係部局で構成されています。各所属において自殺対策への意識を高め，市

全体で自殺を防ぐ取り組みを推進するため，定期的に会議を開催して情報共有を行っ

ていきます。また，計画に基づく事業の進行管理を行います。 

 

 

 

  



63 

２ 進行管理 

計画期間中は，それぞれの自殺対策事業や取り組みについて，ＰＤＣＡサイクルに

よる進行管理を行います。自殺対策事業を実施している庁内関係部局において，定期

的に施策の進行状況を点検・評価し，柏市自殺予防対策庁内連携会議において管理す

るともに，柏市自殺予防対策連絡会議において報告・協議を行い，適宜改善を図って

いきます。 

 

進行管理のイメージ図 
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３ 計画の策定経過 

日 程 内容等 

令和５年  

令和５年 10 月５日 令和５年度第２回柏市自殺予防対策庁内連携会議 

【主な検討内容】 

(1) 柏市における自殺の状況について 

(2) 第２次柏市自殺対策計画（仮）の基本的な考え方について 

(3) 自殺予防対策に関する意見交換（グループワーク） 

令和５年 10 月 19 日 令和５年度第１回柏市自殺予防対策連絡会議 

【主な検討内容】 

(1) 柏市の自殺者数の状況について 

(2) 柏市の自殺の現状と課題 

(3) 柏市自殺対策計画(現行計画)の進捗状況と評価 

(4) 第２次柏市自殺対策計画策定方針（案）について 

令和５年 12 月 28 日 令和５年度第３回柏市自殺予防対策庁内連携会議 

【主な検討内容】 

(1) 第２次柏市自殺対策計画骨子案について 

(2) 第２次柏市自殺対策計画の施策体系について 

(3) 第２次柏市自殺対策計画に掲載する事業に関する意見交換 

令和６年１月 18 日 令和５年度第２回柏市自殺予防対策連絡会議 

【主な検討内容】 

(1) 第２次柏市自殺対策計画 素案について 

(2) 意見交換 

令和６年１月 22 日～ 

令和６年２月 20 日 

パブリックコメントの実施 

令和６年３月 27 日 令和５年度第３回柏市自殺予防対策連絡会議 

【主な検討内容】(仮) 

(1) 第２次柏市自殺対策計画について 

(2) 意見交換 
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第６章 参考資料 

１ 柏市自殺予防対策連絡会議設置要領 

 

制定 平成２０年 ９月 ９日 

施行 平成２０年 ９月 ９日 

 

１ 目的 

この要領は，自殺対策基本法に基づき，柏市の自殺予防に関する施策を検討し，さら

に円滑に推進するために設置する柏市自殺予防対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）

に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 協議事項 

連絡会議は，次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 自殺予防に関する事業の実施に関すること 

(2) 関係団体等の間の情報交換に関すること 

(3) 自殺対策計画に関すること 

(4) その他自殺予防対策の連携に関し必要な事項 

３ 組織構成 

(1) 連絡会議の委員（以下「委員」という。）は，別表１の機関の者及び別表２の柏市職

員をもって構成する。 

(2) 次項に規定する議長は，別表１に規定する機関以外の機関から連絡会議への加入の

申し出があったときは，特段の事情がない限り，承認するものとする。 

４ 議長及び副議長 

連絡会議に議長及び副議長各１名を置き，委員の互選によりこれを定める。 

(1) 議長は会務を総理し，連絡会を代表する。 

(2) 副議長は，議長を補佐し，議長に事故があるときは，その職務を代理する。 

５ 委員の任期 

(1) 委員の任期は，別表２の柏市職員を除き，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

(2) 前号の規定にかかわらず，年度の途中から就任した委員及び委員が欠けた場合の補

欠委員の任期については，前号に掲げる委員の任期の末日までとする。 

６ 会議の開催 

連絡会議の会議は，議長が招集する。 

７ 事業推進組織の設置 

連絡会議の下に，柏市自殺予防対策庁内連携会議（以下「庁内連携会議」という。）を

設置する。 

８ 庁内連携会議の協議事項 

庁内連携会議は，次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 自殺予防対策事業の推進体制及び連携に関すること 
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(2) 自殺対策計画に関すること 

(3) その他自殺予防対策事業の実施に関し必要な事項 

９ 庁内連携会議の組織構成 

庁内連携会議の構成員は，検討が必要な自殺予防対策事業に関係する部署とし，都度

招集されるものとする。 

１０ 事務局 

連絡会議の事務を処理させるため，事務局を柏市福祉部福祉政策課及び柏市健康医療

部保健予防課に置く。 

１１ 補則 

この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は，平成２０年１０月 １日から施行する。 

この要領は，平成２１年１０月２７日から施行する。 

この要領は，平成２３年 ５月１３日から施行する。 

この要領は，平成２４年 ８月３０日から施行する。 

この要領は，平成２５年 ７月 ８日から施行する。 

この要領は，平成２５年 ８月 ８日から施行する。 

この要領は，平成２６年 ８月２８日から施行する。 

この要領は，平成２８年 １月１４日から施行する。 

この要領は，平成２８年 ５月２４日から施行する。 

この要領は，平成２９年 ９月２０日から施行する。 

この要領は，平成３０年 ４月 １日から施行する。 

この要領は，平成３０年 ６月 １日から施行する。 

この要領は，平成３１年 ４月 １日から施行する。 

この要領は，令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

この要領は，令和 ５年 ５月２３日から施行する。 
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  別表１ 

一般社団法人柏市医師会 

医療法人社団健仁会手賀沼病院 

千葉県柏警察署生活安全課 

柏労働基準監督署 

柏商工会議所 

柏市民健康づくり推進員連絡協議会 

柏市民生委員・児童委員協議会 

社会福祉法人千葉いのちの電話 

NPO法人千葉県東葛地区・生と死を考える会 

千葉大学大学院医学研究院 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会東関東支部 

柏市地域生活支援センターあいネット 

社会福祉法人柏市社会福祉協議会 

NPO法人キャリアデザイン研究所 

（かしわ地域若者サポートステーション） 

ＪＲ東日本柏駅 

 

  別表２ 

福祉部長 

健康医療部長 

こども部長 

経済産業部長 

教育委員会学校教育部長 

 

  



68 

２ 柏市自殺予防対策連絡会議委員名簿 

【委員】                             （敬称略） 

 所属 職名 氏名 

1 
認定 NPO 法人 

千葉県東葛地区・生と死を考える会 
理事長 竹内 啓二 

2 一般社団法人柏市医師会 医  師 和田 忠志 

3 千葉大学大学院医学研究院 教  授 清水 栄司 

4 医療法人社団健仁会手賀沼病院 院  長 浅井 清剛 

5 柏商工会議所 専務理事 高橋 直資 

6 柏市民生委員児童委員協議会 
民生委員 

児童委員 
一蝶 俊尋 

7 柏市民健康づくり推進員連絡協議会 副会長 橘  房子 

8 柏市地域生活支援センターあいネット 所長 川野  優 

9 社会福祉法人千葉いのちの電話 研修担当 渡邉  薫 

10 
一般社団法人日本産業カウンセラー協会 

東関東支部 
支部長 秋山 礼子 

11 千葉県柏警察署生活安全課 課長代理 高橋 雄介 

12 柏労働基準監督署安全衛生課 課長 篠田  一 

13 柏市社会福祉協議会 事務局長 山下 嘉人 

14 
認定ＮＰＯ法人キャリアデザイン研究所 

(かしわ地域若者サポートステーション) 

統括コーディ

ネーター 
林  真理 

15 ＪＲ東日本 柏駅 副駅長 岸川由希子 

16 柏市福祉部 部長 谷口 恵子 

17 柏市健康医療部 部長 高橋 裕之 

18 柏市こども部 部長 髙木 絹代 

19 柏市経済産業部 部長 鈴木  実 

20 柏市教育委員会学校教育部 部長 三浦 邦彦 

 

【事務局】 

 所属 

1 柏市福祉部福祉政策課 

2 柏市健康医療部保健予防課 
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３ 自殺対策基本法 

○自殺対策基本法 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺

対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―

第二十五条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は，近年，我が国において

自殺による死亡者数が高い水準で推移し

ている状況にあり，誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現を目指して，これ

に対処していくことが重要な課題となっ

ていることに鑑み，自殺対策に関し，基本

理念を定め，及び国，地方公共団体等の責

務を明らかにするとともに，自殺対策の基

本となる事項を定めること等により，自殺

対策を総合的に推進して，自殺の防止を図

り，あわせて自殺者の親族等の支援の充実

を図り，もって国民が健康で生きがいを持

って暮らすことのできる社会の実現に寄

与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は，生きることの包括的な

支援として，全ての人がかけがえのない個

人として尊重されるとともに，生きる力を

基礎として生きがいや希望を持って暮ら

すことができるよう，その妨げとなる諸要

因の解消に資するための支援とそれを支

えかつ促進するための環境の整備充実が

幅広くかつ適切に図られることを旨とし

て，実施されなければならない。 

２ 自殺対策は，自殺が個人的な問題として

のみ捉えられるべきものではなく，その背

景に様々な社会的な要因があることを踏

まえ，社会的な取組として実施されなけれ

ばならない。 

 

３ 自殺対策は，自殺が多様かつ複合的な原

因及び背景を有するものであることを踏

まえ，単に精神保健的観点からのみならず，

自殺の実態に即して実施されるようにし

なければならない。 

４ 自殺対策は，自殺の事前予防，自殺発生

の危機への対応及び自殺が発生した後又

は自殺が未遂に終わった後の事後対応の

各段階に応じた効果的な施策として実施

されなければならない。 

５ 自殺対策は，保健，医療，福祉，教育，

労働その他の関連施策との有機的な連携

が図られ，総合的に実施されなければなら

ない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は，前条の基本理念（次項におい

て「基本理念」という。）にのっとり，自殺

対策を総合的に策定し，及び実施する責務

を有する。 

２ 地方公共団体は，基本理念にのっとり，

自殺対策について，国と協力しつつ，当該

地域の状況に応じた施策を策定し，及び実

施する責務を有する。 

３ 国は，地方公共団体に対し，前項の責務

が十分に果たされるように必要な助言そ

の他の援助を行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は，国及び地方公共団体が実

施する自殺対策に協力するとともに，その

雇用する労働者の心の健康の保持を図る

ため必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は，生きることの包括的な支援

としての自殺対策の重要性に関する理解

と関心を深めるよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は，教育活動，

広報活動等を通じて，自殺対策に関する国

民の理解を深めるよう必要な措置を講ず

るものとする。 
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（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性

に関する理解と関心を深めるとともに，自

殺対策の総合的な推進に資するため，自殺

予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六

日までとし，自殺対策強化月間は三月とす

る。 

３ 国及び地方公共団体は，自殺予防週間に

おいては，啓発活動を広く展開するものと

し，それにふさわしい事業を実施するよう

努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は，自殺対策強化月

間においては，自殺対策を集中的に展開す

るものとし，関係機関及び関係団体と相互

に連携協力を図りながら，相談事業その他

それにふさわしい事業を実施するよう努

めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国，地方公共団体，医療機関，事業

主，学校（学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校をいい，

幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。

第十七条第一項及び第三項において同

じ。），自殺対策に係る活動を行う民間の団

体その他の関係者は，自殺対策の総合的か

つ効果的な推進のため，相互に連携を図り

ながら協力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては，自殺

者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親

族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し，

いやしくもこれらを不当に侵害すること

のないようにしなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は，この法律の目的を達成する

ため，必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は，毎年，国会に，我が国に

おける自殺の概況及び講じた自殺対策に

関する報告書を提出しなければならない。 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺

対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は，政府が推進すべき自殺対

策の指針として，基本的かつ総合的な自殺

対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第

一号において「自殺総合対策大綱」という。）

を定めなければならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は，自殺総合対策大綱及

び地域の実情を勘案して，当該都道府県の

区域内における自殺対策についての計画

（次項及び次条において「都道府県自殺対

策計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は，自殺総合対策大綱及び都道府

県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案

して，当該市町村の区域内における自殺対

策についての計画（次条において「市町村

自殺対策計画」という。）を定めるものとす

る。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は，都道府県自殺対策計画又は

市町村自殺対策計画に基づいて当該地域

の状況に応じた自殺対策のために必要な

事業，その総合的かつ効果的な取組等を実

施する都道府県又は市町村に対し，当該事

業等の実施に要する経費に充てるため，推

進される自殺対策の内容その他の事項を

勘案して，厚生労働省令で定めるところに

より，予算の範囲内で，交付金を交付する

ことができる。 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は，自殺対策

の総合的かつ効果的な実施に資するため，

自殺の実態，自殺の防止，自殺者の親族等

の支援の在り方，地域の状況に応じた自殺

対策の在り方，自殺対策の実施の状況等又

は心の健康の保持増進についての調査研

究及び検証並びにその成果の活用を推進

するとともに，自殺対策について，先進的

な取組に関する情報その他の情報の収集，
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整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は，前項の施策の効

率的かつ円滑な実施に資するための体制

の整備を行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は，大学，専

修学校，関係団体等との連携協力を図りな

がら，自殺対策に係る人材の確保，養成及

び資質の向上に必要な施策を講ずるもの

とする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推

進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は，職域，学

校，地域等における国民の心の健康の保持

に係る教育及び啓発の推進並びに相談体

制の整備，事業主，学校の教職員等に対す

る国民の心の健康の保持に関する研修の

機会の確保等必要な施策を講ずるものと

する。 

２ 国及び地方公共団体は，前項の施策で大

学及び高等専門学校に係るものを講ずる

に当たっては，大学及び高等専門学校にお

ける教育の特性に配慮しなければならな

い。 

３ 学校は，当該学校に在籍する児童，生徒

等の保護者，地域住民その他の関係者との

連携を図りつつ，当該学校に在籍する児童，

生徒等に対し，各人がかけがえのない個人

として共に尊重し合いながら生きていく

ことについての意識の涵（かん）養等に資

する教育又は啓発，困難な事態，強い心理

的負担を受けた場合等における対処の仕

方を身に付ける等のための教育又は啓発

その他当該学校に在籍する児童，生徒等の

心の健康の保持に係る教育又は啓発を行

うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は，心の健康

の保持に支障を生じていることにより自

殺のおそれがある者に対し必要な医療が

早期かつ適切に提供されるよう，精神疾患

を有する者が精神保健に関して学識経験

を有する医師（以下この条において「精神

科医」という。）の診療を受けやすい環境の

整備，良質かつ適切な精神医療が提供され

る体制の整備，身体の傷害又は疾病につい

ての診療の初期の段階における当該診療

を行う医師と精神科医との適切な連携の

確保，救急医療を行う医師と精神科医との

適切な連携の確保，精神科医とその地域に

おいて自殺対策に係る活動を行うその他

の心理，保健福祉等に関する専門家，民間

の団体等の関係者との円滑な連携の確保

等必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は，自殺をす

る危険性が高い者を早期に発見し，相談そ

の他の自殺の発生を回避するための適切

な対処を行う体制の整備及び充実に必要

な施策を講ずるものとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は，自殺未遂

者が再び自殺を図ることのないよう，自殺

未遂者等への適切な支援を行うために必

要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は，自殺又

は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親

族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和さ

れるよう，当該親族等への適切な支援を行

うために必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は，民間の

団体が行う自殺の防止，自 

殺者の親族等の支援等に関する活動を支援

するため，助言，財政上の措置その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に，特別の機関とし

て，自殺総合対策会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

２ 会議は，次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 
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二 自殺対策について必要な関係行政機関

相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか，自殺対策に

関する重要事項について審議し，及び自殺

対策の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は，会長及び委員をもって

組織する。 

２ 会長は，厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は，厚生労働大臣以外の国務大臣の

うちから，厚生労働大臣の申出により，内

閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に，幹事を置く。 

５ 幹事は，関係行政機関の職員のうちから，

厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は，会議の所掌事務について，会長

及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか，会議の組織

及び運営に関し必要な事項は，政令で定め

る。 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか，政

府は，自殺対策を推進するにつき，必要な

組織の整備を図るものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は，公布の日から起算して

六月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 

〔平成一八年一〇月政令三四三号により，平

成一八・一〇・二八から施行〕 

（内閣府設置法の一部改正） 

第二条 内閣府設置法（平成十一年法律第八

十九号）の一部を次のように改正する。 

  〔次のよう略〕 

附 則〔平成二七年九月一一日法律第六六号

抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は，平成二十八年四月一日

から施行する。ただし，次の各号に掲げる

規定は，当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 （略） 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措

置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七

条の規定による改正前の自殺対策基本法

第二十条第一項の規定により置かれてい

る自殺総合対策会議は，第二十七条の規定

による改正後の自殺対策基本法第二十条

第一項の規定により置かれる自殺総合対

策会議となり，同一性をもって存続するも

のとする。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定める

もののほか，この法律の施行に関し必要な

経過措置は，政令で定める。 

附 則〔平成二八年三月三〇日法律第一一

号〕 

（施行期日） 

１ この法律は，平成二十八年四月一日から

施行する。ただし，次項の規定は，公布の

日から施行する。 

２ （略） 
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４ 自殺総合対策大綱の概要 

新たな自殺総合対策大綱（令和 4年 10月閣議決定）の概要 
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